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はじめに 
 
 
 地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。
地球温暖化問題は、資源やエネルギーを効率よく利用する努力を行いながら、大
量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直すことを迫るも
のであり、その意味で1997年の京都議定書の採択は転換点となるものである。 
その京都議定書が2005年２月に発効した。同議定書では、我が国について温室
効果ガスの６％削減が法的拘束力のある約束として定められている。 
政府は、従来、地球温暖化防止行動計画（1990年）、地球温暖化対策に関する
基本方針（1999年）地球温暖化対策推進大綱（1998年、2002年）を定めるなど、
地球温暖化対策を推進してきた。 
2002年の地球温暖化対策推進大綱は、2004年にその評価・見直しをすることと
している。また、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以
下「地球温暖化対策推進法」という。）は、京都議定書発効の際に京都議定書目
標達成計画を定めることとしている。 
これを受けて、地球温暖化対策推進法に基づき、京都議定書の６％削減約束を
確実に達成するために必要な措置を定めるものとして、また、2004年に行った地
球温暖化対策推進大綱の評価・見直しの成果として、同大綱、地球温暖化防止
行動計画、地球温暖化対策に関する基本方針を引き継ぐ「京都議定書目標達
成計画」を策定するものである。 
また、本計画を基に、京都議定書の約束達成についての明らかな前進を示すた
めの報告書を作成し、2005年中に気候変動枠組条約事務局に提出する。 
 
  

○地球温暖化に関する科学的知見 

 

地球温暖化問題は、人間活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガス濃

度を増加させることにより、地球全体の地表及び大気の温度を追加的に上昇させ、自然の

生態系及び人類に深刻な影響を及ぼすものである。その予想される影響の大きさや深刻さ

から見て、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。 

 

「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ：Intergovernmental Panel on Climate 

Change）」の第３次評価報告書は、観測データにより、全球平均地上気温は20世紀中に0.

6±0.2℃上昇していること、全球平均海面水位が20世紀中に10cmから20cm上昇しているこ

となどを明らかにした。また、氷河の後退、永久凍土の融解等の結果、地域的な気候変化

をもたらし、世界の多くの地域の種々の物理･生物システムに既に影響を与えているとし

ている。同報告は、その原因に関して、過去50年間の地球温暖化の大部分が人間活動に起

因しているという、新たな、かつ、より確実な証拠が得られたとしている。 

 

同報告は、将来予測について、21世紀中に全球平均地上気温が1.4℃から5.8℃の範囲で

上昇し、海水の膨張などにより21世紀末には海面が９cmから88cm上昇すると予測している。

また、その影響として、異常気象の増加、生態系への悪影響の拡大や、マラリアなどの感

染症や浸水被害を受ける人口の増大等があるとしている。さらに、わずかな温度上昇でも

開発途上国で経済的損失が生じ、先進国でも数℃以上の温度上昇で経済的損失が生じると
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し、これにより南北格差が拡大するとしている。 

 

我が国においては、20世紀中に平均気温は約１℃上昇した。また、近年、一部の高山植

物の生息域の減少、昆虫や動物の生息域の変化、桜の開花日やカエデの紅葉日の変化など、

生態系の分布に変化が現れており、豪雨の発生頻度の増加なども観測されている1。このよ

うな気象や生態系の変化の原因の一つとして地球温暖化が指摘されているが、今のところ、

これまで起きている具体的な事象と人為的要因に伴う気候変動との因果関係についての科

学的根拠は十分に確立されておらず、今後の更なる研究の進展が期待される。このように、

科学的な不確実性は残っているものの、将来、我が国においても、こうした気候変化やそ

の影響がより深刻になるという研究も発表されており2、我々は予防原則に基づき、気候変

動問題への対策を世界規模で推し進めていかなければならない。 

 

気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「気候変動枠組条約」という。）の究極的な

目的である「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼさない水準において、大気中の温室

効果ガス濃度を安定化させること」を達成するためには、このような水準を確保しつつ、

排出される温室効果ガスの量と吸収される温室効果ガスの量とが均衡し、地球の大気中の

温室効果ガスのストックとしての量が変化しない状態にする必要がある。現時点では、世

界全体の温室効果ガスの大気中への排出量は海洋や森林に吸収される量の２倍程度となっ

ており、その結果、大気中の温室効果ガス濃度は上昇の一途をたどっている。温室効果ガ

ス濃度の安定化のためには、排出量が吸収量と同等のレベルになるよう、現在の排出量か

らの大幅な削減が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 参考文献：気象庁(2005)報道発表資料「平成16(2004)年の世界と日本の年平均地上気温」、気象庁(2002)
「20世紀の日本の気候」、環境省(2001)「地球温暖化の日本への影響2001」 
2 参考文献：東京大学気候システム研究センター、国立環境研究所、海洋研究開発機構地球環境フロンテ
ィア研究センター2004年９月16日報道発表資料「地球シミュレータによる最新の地球温暖化予測計算が
完了」、気象庁(2003)「地球温暖化予測情報第５巻」 
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図１ 二酸化炭素の排出量と吸収量の関係（模式図） 

 

図２ 二酸化炭素濃度の安定化のイメージ（模式図） 

 

 
 

 

○京都議定書発効までの流れ 

 

１．気候変動枠組条約の採択と発効 

 地球温暖化問題に対処するため、気候変動枠組条約が1992年５月に採択され、1994年

に発効した。我が国は1992年６月の国際連合環境開発会議において署名、1993年５月に

受諾した。 
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気候変動枠組条約は、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水

準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極的な目的とし、そ

のような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食料の生産が脅かされず、かつ、

経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきで

あるとしている。 

気候変動枠組条約では、開発途上国における一人当たりの排出量は先進国と比較して

依然として少ないこと、過去及び現在における世界全体の温室効果ガスの排出量の最大

の部分を占めるのは先進国から排出されたものであること、各国における地球温暖化対

策をめぐる状況や対応能力には差異があることなどから、「共通だが差異ある責任」の

原則に基づき、①途上国を含む締約国すべての国、②附属書Ⅰ国（ＯＥＣＤ諸国及び市

場経済移行国）、③附属書Ⅱ国（ＯＥＣＤ諸国）という３つのグループに分けて異なる

レベルの対策を講ずることが合意された。 

 

２．京都議定書の採択 

 気候変動枠組条約の究極的な目的を達成するための長期的・継続的な排出削減の第一

歩として、先進国の温室効果ガスの削減を法的拘束力を持つものとして約束する京都議

定書が、1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ

３：The third Conference of the Parties）において採択された。 

 京都議定書では、排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の対象となる温室効

果ガスを二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロ

フルオロカーボン(ＨＦＣ)、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）

としている。 

 これら温室効果ガスの排出量を2008年から2012年までの第1約束期間において先進国

全体で1990年レベルと比べて少なくとも５％削減することを目的として、各国ごとに法

的拘束力のある数量化された約束が定められ、我が国については６％削減が定められ

た。 

 また、京都議定書では、約束達成に際しては、吸収源についてもカウントできること

とされ、さらに、国別の約束達成に係る柔軟措置として京都メカニズムが規定された。

 

３．京都議定書の発効 

  

京都議定書は、①55カ国以上の国が締結すること、②締結した条約附属書Ⅰ国の1990

年の二酸化炭素の排出量を合計した量が、全附属書Ⅰ国の二酸化炭素の総排出量の55％

以上を占めること、という２つの条件を満たしてから90日後に発効することを規定して

いる。 

2004年11月、ロシアが京都議定書を批准したことにより、京都議定書は上記発効要件を

満たし、2005年２月16日、発効した。 

 
 
○我が国のこれまでの取組 

 

我が国は、1990年10月に地球温暖化防止行動計画を地球環境保全に関する関係閣僚会

議において策定し、二酸化炭素の排出量を2000年以降1990年レベルで安定化することな

どを目標にして、各種の対策を講じた。 

その後、1997年12月の京都議定書の採択を受けて、1998年６月に、地球温暖化対策推
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進本部において、2010年に向けて緊急に推進すべき地球温暖化対策を取りまとめた地球

温暖化対策推進大綱を決定した。 

また、地球温暖化対策推進法の制定、地球温暖化対策に関する基本方針の閣議決定な

どを通じて、我が国における地球温暖化対策推進の基礎的な枠組みを構築するととも

に、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネルギ

ー法」という。）の改正等の各種の国内対策を実施した。 

2001年11月、京都議定書の運用の細則を規定したマラケシュ合意が採択されたことを

受けて、各国の京都議定書締結が促進される環境が整った。 

2002年３月、京都議定書の締結に向けて、我が国は地球温暖化対策推進大綱の改定を

行った。また、京都議定書発効の際に京都議定書目標達成計画を定めること等を内容と

する地球温暖化対策推進法の改正が行われた。こうした国内体制の整備を受けて、我が

国は2002年６月に京都議定書を締結した。 

ＣＯＰ３の議長国である我が国は、京都議定書の早期発効を目指して、発効要件上、

鍵を握ることとなったロシアや不参加の方針を打ち出した米国を含めた京都議定書の

未締約国に対して締結の働きかけを継続してきた。 
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第１章 地球球温暖化対策の推進に関する基本的方向 

 

第１節 我が国の地球温暖化対策の目指す方向 

 
 

 我が国は、京都議定書の６％削減約束を確実に達成する。加えて、更な
る長期的・継続的な排出削減を目指す。 
 21世紀が「環境の世紀」とされ、地球温暖化問題への対処が人類共通の
重要課題となる中、我が国は、他国のモデルとなる世界に冠たる環境先進
国家として、地球温暖化問題において世界をリードする役割を果たしてい
く。 

 
 
１．京都議定書の６％削減約束の確実な達成 
 
 我が国は、温室効果ガスの総排出量を2008年から2012年の第１約束期間に
基準年から６％削減することを内容とする京都議定書の約束達成のため、必
要な取組を推進する。 
 京都議定書の約束期間の開始まで３年間を残すのみとなった。対策が遅れ
れば遅れるほど、６％削減約束の達成のために短期間で大幅な削減を達成す
るための措置を講じなければならなくなることから、現段階で導入可能な対
策・施策を直ちに実施することにより、確実な削減を図る。 
 
 
２．地球規模での温室効果ガスの更なる長期的・継続的な排出削減 
 
 京都議定書に定められた先進国の削減約束の達成は、温室効果ガスの大気
中濃度の安定化という気候変動枠組条約の究極的な目的の達成のための一里
塚である。京都議定書の６％削減約束の達成を図り、更なる長期的・継続的
な排出削減へと導く。 
 このような観点から、６％削減約束の達成のための対策・施策を中長期的
な取組の中に位置付け、京都議定書の約束達成の取組と中長期的取組との整
合性を確保しつつ、温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会の構築を目
指す。その過程で、活力のある持続可能な社会経済の発展を目指して、中長
期的な地球温暖化対策のための技術の開発・普及、社会基盤の整備などを進
める。 
 また、地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたることから、地球温暖化
対策の国際的連携の確保を進める。 
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第２節 地球温暖化対策の基本的考え方 
 
 
 温室効果ガスの排出は経済活動と国民生活に密接に関連していることか
ら、「環境と経済の両立」という基本的考え方に立って、地球温暖化対策
を大胆に実行する。 
 世界をリードする環境立国を目指し、技術革新の促進を図るとともに、
国、地方公共団体、事業者、国民の参加と連携を図り、そのための透明性
の確保、情報の共有を図る。 
 多様な政策手段を活用して対策の推進を図るとともに、対策の定量的な
評価・見直しを行うことにより、６％削減約束の達成を確実なものとする。
また、地球温暖化対策の国際的連携を確保する。 
 
 
１．環境と経済の両立 
 
京都議定書の６％削減約束の達成への取組が、我が国の経済活性化、雇用
創出などにもつながるよう、技術革新や創意工夫を活かし、環境と経済の両
立に資するような仕組みの整備・構築を図る。 
具体的には、環境負荷の少ない健全な経済の発展や質の高い国民生活の実
現を図りながら温室効果ガスの排出を削減すべく、省エネ機器の開発・普及、
エネルギー利用効率の改善、技術開発の一層の加速化、環境意識の向上に加
え、広範な社会経済システムの転換を伴う地球温暖化対策を大胆に実行する。 
 
 
２．技術革新の促進 
 
 京都議定書の約束を達成するとともに、更に「脱温暖化社会」に向けて長期的・
継続的な排出削減を進めるには、究極的には化石燃料への依存を減らすことが必
要である。 
 環境と経済の両立を図りつつ、これらの目標を達成するため、省エネルギー、未
利用エネルギーの利用等の技術革新を加速し、効率的な機器や先進的なシステムの
普及を図り、世界をリードする環境立国を目指す。 
 
 
３．すべての主体の参加・連携の促進とそのための透明性の確保、情報の共有 
 
地球温暖化問題は経済社会活動、国民生活全般に深く関わることから、国、
地方公共団体、事業者、国民といったすべての主体が参加・連携して取り組
むことが必要である。 
このため、地球温暖化対策の進捗状況に関する情報を積極的に提供・共有
することを通じて各主体の対策・施策への積極的な参加や各主体間の連携の
強化を促進する。 
また、深刻さを増す地球温暖化問題に関する知見や６％削減約束の達成の
ために格段の努力を必要とする具体的な行動、及び一人ひとりが何をすべき
かについての情報を、なるべく目に見える形で伝わるよう、積極的に提供・
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共有し、広報普及活動を行い、家庭や企業における意識の改革と行動の喚起
につなげる。 
 
 
４．多様な政策手段の活用
  
 分野ごとの実情をきめ細かく踏まえて、削減余地を最大限発現し、あらゆる政
策手段を総動員して、効果的かつ効率的な温室効果ガスの抑制等を図るため、各
主体間の費用負担の公平性に配慮しつつ、自主的手法、規制的手法、経済的手法、
情報的手法など多様な政策手段を、その特徴を活かしながら、有効に活用する。 
 また、幅広い排出抑制効果を確保するため、コスト制約を克服する技術開発・
対策導入を誘導するような経済的手法を活用したインセンティブ付与型施策を重
視する。 
 
 
５．評価・見直しプロセス（ＰＤＣＡ）の重視  
  
第１約束期間の前年である2007年度に、本計画に定める対策・施策の進捗
状況・排出状況等を総合的に評価し、第１約束期間において必要な対策・施
策を2008年度から講じるものとする。 
また、本計画の実効性を常に把握し確実にするため、本計画策定後、毎年、
各対策について政府が講じた施策の進捗状況等について、対策評価指標も参
考にしつつ点検することにより、必要に応じ施策の強化を図る。 
2007年度の総合的な評価・見直しは、本計画策定時における前提条件や温
室効果ガスの排出量見通し、対策・施策などについて評価し、総合的に見直
しを行う必要がある。 
このため、本計画においては、温室効果ガスやその他の区分ごとの目標、
個々の対策とその対策評価指標、温室効果ガス排出削減見込み量、対策にお
ける主体ごとの役割及び取組、国・地方公共団体の施策を明らかにするもの
とする。（第４章第１節で詳述。） 
 
        
６．地球温暖化対策の国際的連携の確保 
 
 地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたることから、地球温暖化
対策の実効性を確保するためにはすべての国が温室効果ガスの削減に努める
ことが必須であり、各国の努力のみならず、国際的協調の下での更なる取組
が不可欠である。このため、我が国としては、米国や開発途上国を含む全て
の国が参加する共通ルールが構築されるよう、引き続き最大限の努力を傾け
ていく。 
 また、二酸化炭素の排出は、今後の世界的な人口増加と経済発展に伴い急
激に増加することが予想されることから、我が国は、優れた技術力と環境保
全の蓄積された経験を背景に、国際協力を通じて世界の取組の先導的役割を
果たしていく。 
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第２章 温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目標 

 
第１節 現状対策を踏まえた排出見通しと６％削減約束 
 
  我が国の温室効果ガス全体の基準年排出量（以下「基準年総排出量」とい
う。）は12億3,700万t-CO2であり、６％削減約束を達成するためには、第１
約束期間における年平均総排出量を年間11億6,300万t-CO2に削減することが
必要である。 
 
一方、2002年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は13億3,100万t-CO2、
基準年比で7.6％の増加となっており、削減約束との差は13.6%と拡がってい
る。 
 
これは、非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロ
ン等３ガスについては削減が進んでいるものの、我が国の温室効果ガスの排
出量の９割程度を占めるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が大幅に増大し
た（2002年度で基準年総排出量比10.2%増加）ことによるものである。エネル
ギー起源二酸化炭素の排出量が増えた背景としては、同年後半の原子力発電
の停止といった特殊な要因や、中国の景気拡大、産業構造の転換、オフィス
ビル等床面積の増大、パソコンや家電等の保有台数の増加等を背景としたオ
フィスや家庭におけるエネルギー消費量の増大、旅客需要の増大等を背景に、
二酸化炭素排出量の約４割を占める産業部門、約１割を占める運輸（貨物自
動車及び公共交通機関等）部門からの排出量がほぼ横ばいに止まっている一
方、約２割を占める業務その他部門、約１割を占める家庭部門、約１割を占
める運輸（自家用乗用車）部門からの排出量は大幅に増大したことが挙げら
れる。 
2002年度の二酸化炭素の排出量の部門別内訳を図３に示す。 
 
地球温暖化対策推進大綱に基づくこれまでの様々な対策を引き続き現状通
り実施するとした場合の2010年度時点での温室効果ガスの総排出量の見通し
（以下「現状対策ケース」という。）は、約13億1,100万t-CO2となり、基準
年比で約６％の増加となると見込まれる。（温室効果ガス別排出量及びエネ
ルギー起源二酸化炭素の部門別排出量の見通しは表１参照。） 
したがって、京都議定書における我が国の６％の削減約束を達成するため
には、従来実施している対策・施策に加え、さらに約12％（約１億4,800万t-
CO2）相当分の追加的排出削減の達成を図るため、本計画に基づく対策とそれ
を推進するための施策を実施することが必要である。 
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図３ 我が国の部門別の二酸化炭素排出量（2002年度）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図４ 京都議定書の６％削減約束と我が国の温室効果ガス排出量 
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表１ 2010年度の温室効果ガス排出量の推計 

基準年 2002年度 現状対策ケース 

 

百万 

t-CO2 

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比

エネルギー起源CO2 1,048 1,174 +10.2% 1,115 +5.4%

  産業部門 476 468 -0.7% 450 -2.1%

  民生部門 273 363 +7.3% 333 +4.9%

    （業務その他部門） 144 197 +4.3% 178 +2.8%

    （家庭部門） 129 166 +3.0% 155 +2.1%

  運輸部門 217 261 +3.6% 259 +3.4%

  エネルギー転換部門 82 82 -0.0% 73 -0.8%

非エネCO2,CH4,N2O 139 128 -0.9% 130 -0.8%

  非エネCO2 74 73 -0.1% 74 +0.0%

  CH4   25 20 -0.4% 20 -0.3%

  N2O   40 35 -0.4% 35 -0.4%

代替フロン等３ガス 50 28 -1.7% 67 +1.4%

  HFC   20 13 -0.6% 46 +2.1%

  PFC   13 10 -0.2% 9 -0.3%

  SF6   17 5 -0.9% 12 -0.4%

温室効果ガス排出量 1,237 1,331 +7.6% 1,311 +6.0%

※上記の表は四捨五入の都合上、各欄の合計は一致しない場合がある。 
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第２節 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標 
 
 温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目標を以下のように設定する。 
 
１．温室効果ガス 
 
京都議定書では、排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の対象とな
る温室効果ガスを二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ
２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦ
Ｃ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）としている。本計画においては、温室効果ガス
別に以下のとおり第１約束期間における排出抑制に関する目標を設定する。 
なお、以下の温室効果ガス別の目標は、基本的には、合理性・透明性をもって見
通した活動量と、エネルギー利用効率や代替フロン排出原単位等の原単位の改善効
果を踏まえて、本計画の実施により排出抑制が図られる水準として定めたものであ
る。 
 
＊温室効果ガスの排出量は、活動量一単位当たりのエネルギー消費量や温室効果ガス排出量である

「原単位」と、企業の生産量や家庭の世帯数等の「活動量」に要因分解されるもの 

（例）原単位： 自動車の燃費性能、家庭における一世帯当たりのエネルギー消費量、工場にお

ける一生産単位当たりのエネルギー消費量、ガソリン、石炭、電力等のエネルギ

ー種類毎の単位エネルギー消費当たりの二酸化炭素排出量、一生産単位当たりの

ＨＦＣ排出量等 

     活動量： 鉱工業生産指数、世帯数、床面積、輸送量等 

 
表２ 京都議定書の対象ガスの地球温暖化係数3及び主な発生起源 

 
 地球温暖化係数 主な発生起源 

エネルギー起源CO2 1 燃料の燃焼により発生。灯油やガス等の直接消

費はもとより、化石燃料により得られた電気等を

含む場合には、それらの消費も間接的な排出につ

ながる。 

非エネルギー起源CO2 1 工業過程における石灰石の消費や、廃棄物の焼

却処理等において発生。 

メタン 

（CH4） 

21 水田や廃棄物最終処分場における有機物の嫌気

性発酵等において発生。 

一酸化二窒素 

（N2O） 

310 化学繊維原料製造の過程や家畜排泄物の微生物

による分解過程等において発生。 

ハイドロフルオロカ

ーボン類（HFC） 

1,300（HFC-134

a） 

冷凍機器・空調機器の冷媒、断熱材等の発泡剤

等に使用。 

パーフルオロカーボ

ン類（PFC） 

6,500（PFC-14） 半導体の製造工程等において使用。 

六ふっ化硫黄 

（SF6） 

23,900 マグネシウム溶解時におけるカバーガス、半導

体等の製造工程や電気絶縁ガス等に使用。 

                                                  
3  各温室効果ガスの地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素の当該効果に対する比で表したもの。 
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（１）エネルギー起源二酸化炭素 
 
エネルギー起源二酸化炭素4については、1990年度の水準から基準年総排出
量比で＋0.6％の水準（約10億5,600万t-CO2）にすることを目標とする。 
なお、我が国の温室効果ガス排出量の９割を占めるエネルギー起源二酸化
炭素については、統計上、産業部門5、業務その他部門6、家庭部門、運輸部門
及びエネルギー転換部門7の５部門に分けることができ、対策・施策の効果も
この部門ごとにみることができる。これらの各部門の目標は表３のとおりで
あるが、この目標は、我が国が現在想定されている経済成長8をとげつつ、エ
ネルギーの供給側における対策が所期の効果をあげ、かつ、エネルギー需要
側の各部門における対策が所期の効果をあげた場合に達成することができる
と試算される目安として設定する。 
 
＊各部門の試算・設定された目安としての目標は、今後、対策・施策を講じなければ、

経済成長その他の要因を通じて排出量が増加していくことが見込まれる中、対策・施

策により2002年度実績から産業部門33百万t-CO2、業務その他部門31百t-CO2、家庭部門

29百万t-CO2、運輸部門11百万t-CO2、エネルギー転換部門13百万t-CO2の削減が図られ

ることにより実現される。 

                                                  
4 エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素をいう。 
5 工場等 
6 オフィスビル、小売店舗、病院、学校等 
7 発電所、石油精製施設等の自家消費等 
8 平成17年1月21日閣議決定「平成17年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」と「構造改革
と経済財政の中期展望」 
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表３ エネルギー起源二酸化炭素の各部門の目安としての目標 

基準年 

（1990年度） 
2002年度実績 

2010年度の各部門の 

目安としての目標 

A B (B－A)／A C (C－A)／A 
算定結果 

百万 

t-CO2

百万 

t-CO2

（部門毎の 

基準年比 

増減率） 

百万 

t-CO2

（部門毎の 

基準年比 

増減率） 

＜参考＞ 

2010年度の目安としての目標と 

2002年度実績との差 

エネルギー起源CO2 1,048 1,174 1,056

産業部門 476 468 (-1.7%) 435 (-8.6%)

今後、対策・施策を講じなければ、

経済成長による生産量の増大等を

通じて排出量が増加していくこと

が見込まれる中、対策・施策によ

り2002年度実績から33百万トンの

削減が図られると試算される。 

民生部門 273 363 (+33.0%) 302 (+10.7%)  

（業務その

他部門） 
144 197 (+36.7%) 165 (+15.0%)

今後、対策・施策を講じなければ、

ビル等における床面積の増加等を

通じて排出量が増加していくこと

が見込まれる中、対策・施策によ

り2002年度実績から31百万トンの

削減が図られると試算される。 

 

（家庭部門） 129 166 (+28.8%) 137 (+6.0%)

今後、対策・施策を講じなければ、

世帯数や一世帯当たりの機器保有

率の増加等を通じて排出量が増加

していくことが見込まれる中、対

策・施策により2002年度実績から2

9百万トンの削減が図られると試

算される。 

運輸部門 217 261 (+20.4%) 250 (+15.1%)

今後、対策・施策を講じなければ、

自動車保有台数の増加等を通じて

排出量が増加していくことが見込

まれる中、対策・施策により2002

年度実績から11百万トンの削減が

図られると試算される。 

 

エネルギー 

転換部門 
82 82 (-0.3%) 69 (-16.1%)

発電所、石油精製施設等の自家消

費分であり、これらの施設等にお

ける効率的なエネルギー利用が引

き続き着実に進展していくことに

より、2002年度実績から13百万トン

の削減が図られると試算される。 

※上記の表は四捨五入の都合上、各欄の合計は一致しない場合がある。 
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図５ エネルギー起源二酸化炭素の各部門の排出量と目安としての目標 
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（２）非エネルギー起源二酸化炭素9

非エネルギー起源二酸化炭素については、1990年度の水準から基準年総排
出量比で▲0.3％の水準（約7,000万t-CO2）にすることを目標とする。 

 
図６ 非エネルギー起源二酸化炭素の排出量及び目標 
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9 例えば、し尿処理ではメタンの排出削減対策としては有効な対策が一酸化二窒素の排出量を増やしてし
まうなど、対策の推進に当たっては、非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素間の配慮が必

要となる場合もある。 

 15



                      
 

（３）メタン9

 メタンについては、1990年度の水準から基準年総排出量比で▲0.4％の水準
（約2,000万t-CO2）にすることを目標とする。 

 
図７ メタンの排出量及び目標 
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（４）一酸化二窒素9

一酸化二窒素については、1990年度の水準から基準年総排出量比で▲0.5％
の水準（約3,400万t-CO2）にすることを目標とする。 

 
図８ 一酸化二窒素の排出量及び目標 
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（５）代替フロン等３ガス 
代替フロン等３ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６）については、基準年（1995
年）の水準から基準年総排出量比で＋0.1％の水準（約5,100万t-CO2）にするこ
とを目標とする。 
なお、これら代替フロン等３ガスについては業種によりガス間の互換性のあ
る使用形態があり、対策・施策は３ガス全体に渡り実施される場合があること
から、技術・市場状況等に応じて社会的コストを最小にしつつ最大の効果が得
られるよう対策・施策を組み合わせることが適切である。このため、ガス別に
示した数値は、現時点における技術・市場状況等を前提とした上で、代替フロ
ン等３ガス全体での「＋0.1％」という目標をより着実に達成するための内訳と
しての目安として示されたものであり、今後、状況の変化に応じ変動が生じう
ることに留意する必要がある。 
 
 

表４ 代替フロン等３ガスの排出量及び目標とガス別の目安 
 

基準年 

(1995年)
2002年 

代替フロン等３ガスの目標及

びガス別の目安 
 

百万 

t-CO2 

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比

百万 

t-CO2

基準年 

総排出量比

代替フロン等３ガス 50 28 -1.7% 51 +0.1%

  HFC   20 13 （-0.6%） 34 （+1.1%） 

  PFC   13 10 （-0.2%） 9 （-0.3%） 

  SF6   17 5 （-0.9%） 8 （-0.7%） 

 
 
 

図９ 代替フロン等３ガスの排出量及び目標とガス別の目安 
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図10 温室効果ガスのガス別の排出量と目標 
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２．温室効果ガス吸収源 
 
京都議定書第３条３及び４の対象森林全体で、我が国の森林経営による吸
収量として気候変動枠組条約第７回締約国会議（ＣＯＰ７）で合意された1,3
00万t-C（4,767万t-CO2、基準年総排出量比約3.9％）程度の吸収量の確保を
目標とする。 
 
 
３．京都メカニズム
 
京都議定書の第１約束期間における削減約束に相当する排出量と同期間に
おける実際の温室効果ガスの排出量（温室効果ガス吸収量控除後の排出量と
する。）との差分については、京都メカニズムを活用することを目標とする。 
なお、温室効果ガス及び温室効果ガス吸収源の目標のうち、第１約束期間
において、目標の達成が十分に見込まれる場合については、こうした見込み
に甘んじることなく、引き続き着実に対策を推進するものとする。 
 
※ 現時点の各種対策の効果を踏まえた各ガスの排出量見通しを踏まえれば、
差分は基準年総排出量比1.6％となるが、各種対策・施策の効果、経済動
向等により、変動がありうる。 
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第３節 個々の対策に係る目標 
 
 
 京都議定書の６％削減約束の達成に向けた具体的裏付けのある対策の全体
像を示すため、本計画においては、第２節で述べた温室効果ガス別その他の
区分ごとの目標及びエネルギー起源二酸化炭素の部門別の目安としての目標
を達成するための個々の対策について、我が国全体における対策評価指標、
排出削減見込み量、対策を推進するための国の施策、地方公共団体が実施す
ることが期待される施策例を規定することとし、各分野・区分ごとに表形式
で示す（別表１～５を参照）。 
対策評価指標は、温室効果ガス別の目標及びエネルギー起源二酸化炭素の
部門別の目安としての目標を達成するための個々の対策に係る目標として定
める。 
 なお、対策による温室効果ガス排出削減見込み量（二酸化炭素換算）につ
いては、当該対策による効果以外の要因も合わさって算出されるものであり、
本計画策定時点での積算の前提を明らかにすることにより、事後的な検証を
可能とするものである。 
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第３章 目標達成のための対策と施策 

 
第１節 国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割 
 
 

国は地球温暖化対策を総合的に推進するとともに自ら率先した取組を
実施する役割を担う。地方公共団体、事業者、国民も、それぞれの立場に
応じた役割を担うことが求められる。 

 
 
 地球温暖化対策の推進に関し、国は以下の基本的役割を担うこととし、地方
公共団体、事業者及び国民には以下の役割を担うことが求められる。 
各主体がこのような役割を認識した上で相互に密接に連携して対策を推進す
ることにより、各主体の取組単独による効果を超えた相乗的な効果を発揮する
ことが期待される。 
 
１．「国」の基本的役割 
 
（１）多様な政策手段を動員した地球温暖化対策の総合的推進 
 
 国は、温室効果ガスの排出の削減等のためには、大量生産・大量消費・大
量廃棄型の社会経済活動や生活様式の見直しが不可欠であることを踏まえつ
つ、本計画の推進を通じて、我が国の地球温暖化対策の全体枠組の形成と地
球温暖化対策の総合的実施を担う。また、国の各機関は、この全体枠組に沿
って十分な連携を図り、自主的手法、規制的手法、経済的手法、情報的手法、
環境影響評価、社会資本の整備等の措置の活用を含む多様な政策手段を動員
して、対策を推進する。 
 また、国の各機関は、地球温暖化防止を主目的としない施策の実施に当た
って、温室効果ガスの排出の抑制等に資するように配慮する。 
 
（２）率先した取組の実施 
 
国は、社会全体への普及促進を重視しつつ、自らがその事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を、
率先して実施する。 
 
 
２．「地方公共団体」の基本的役割 
 
（１）地域の特性に応じた対策の実施 
 
 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの
排出の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するよう努め
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る。 
 
 例えば、省ＣＯ２9型のまちづくり、公共交通機関や自転車の利用促進、バ
イオマスエネルギー等の新エネルギー等の導入など、地域の自然的社会的条
件に応じた先駆的で創意工夫をこらした対策に取り組む。 
 
（２）率先した取組の実施 
 
 地方公共団体自身が率先的な取組を行うことにより地域の模範となること
が求められる。このため、地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体の
事務及び事業に関し実行計画を策定し、実施する。 
 
（３）地域住民等への情報提供と活動推進 
  
都道府県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員、
地球温暖化対策地域協議会が指定、委嘱、組織されている場合には、その活
用を図りながら、教育、民間団体支援、先駆的取組の紹介、相談への対応を
行うよう努める。 
 
 
３．「事業者」の基本的役割 
 
（１）創意工夫を凝らした取組 
 
 それぞれの事業者が創意工夫を凝らしつつ、事業内容等に照らして適切で
効果的・効率的な地球温暖化対策を幅広い分野において自主的かつ積極的に
実施する。また、省ＣＯ２型製品の開発、廃棄物の減量等、他の主体の温室
効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置についても可能な範囲で推進
する。 
 
（２）社会的存在であることを踏まえた取組 
  
社会の一員である事業者は、単独に又は共同して自主的に計画を策定し、
実施状況を点検する。また、従業員への環境教育を実施するとともに、労働
組合や消費者団体・地域団体などと連携して温室効果ガスの抑制等に取り組
む。また、国、地方公共団体の施策に協力する。 
 
（３）製品・サービスの提供に当たってのライフサイクルを通じた環境負荷の
低減 
 
 最終消費財を提供する事業者は、製品・サービスのライフサイクルを通じ、

                                                  
9  省ＣＯ2とは、この計画においては、省エネルギーの促進等のエネルギー需要面での対策、あるいは原

子力の推進、新エネルギー等の導入等のエネルギー供給面での対策等により、二酸化炭素の排出が抑制・

削減されることをいう。
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温室効果ガスの排出量等を把握するとともに、これらの環境負荷の低減に寄
与する製品・サービスの提供を図る。また、製品・サービスによる温室効果
ガス削減に関連する情報を提供する。 
 
 
４．「国民」の基本的役割 
 
（１）日常生活に起因する温室効果ガスの排出の抑制 
 
 近年の温室効果ガス排出量の増加は家庭・運輸（自家用乗用車）といった
国民生活と密接に関連していることを認識し、大量消費・大量廃棄型の生活
様式の変革に積極的に取り組む。 
 具体的には、自らのエネルギー消費量・温室効果ガス排出量を把握すると
ともに、住宅の断熱化、省エネ機器への買い換え、公共交通機関や自転車の
利用促進等、省ＣＯ２型の生活を選択する。 
 また、待機電力等の節電、不要不急の自動車利用の自粛等のきめ細かな取
組を行う。 
 
（２）地球温暖化対策活動への参加 
 
 地球温暖化問題への理解をさらに深めるとともに、リサイクル運動、森林
づくりなどの緑化運動等の温暖化対策活動への積極的な参加に努めるなど各
主体との連携した取組を実施する。 

 22



                      
 

第２節 地球温暖化対策及び施策 
 
１． 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策 
 
（１）温室効果ガスの排出削減対策・施策 
 
 ①エネルギー起源二酸化炭素 
 
 以下の５つの基本的考え方に基づき各種対策・施策を実施する。 
 
○ 点から面へ 

これまでの個別のエネルギー関連機器や事業所ごとの対策を引き続
き推進するとともに、我が国のエネルギー需給構造そのものを省ＣＯ２
型に変えていくため、面的な広がりを持った視点からエネルギー需給構
造を捉え直すこととする。すなわち、都市や地域の構造、公共交通イン
フラを含め、我が国の経済社会構造を変革し、省ＣＯ２型の都市や交通
システムをデザインすること等を通じて、省ＣＯ２効果の最大化を図
る。 

 
○ 主体間の垣根を越える 

エネルギーの需要・供給に関連するそれぞれの主体は自らの役割を適
切に認識し、自らが直接管理する範囲にとどまらず、他のエネルギー需
要・供給者と連携してエネルギー効率の更なる向上を目指すとともに、
例えば産業界が民生・運輸部門における省ＣＯ２化に積極的に貢献する
こと等により、できる限り幅広い分野において二酸化炭素排出量の抑制
を図る。 

 
○ 需要対策に重点を置いた需給両面からのアプローチ 

省ＣＯ２対策を効果的に実施するためにはエネルギー需給両面の対
応が必要であるが、第１約束期間までに対策の効果を顕在化させるた
め、まずはエネルギー需要面の対策に重点を置き、「世界の模範となる
省エネルギー国家」たることを我が国の目標として取り組む。エネルギ
ー供給面の対策については、インフラ整備・改革に一定の時間を要する
ものの、引き続き着実な対策の推進に最大限努力する。 

 
○ 原単位の改善に重点を置いたアプローチ 

  省ＣＯ２対策を着実に進展させるため、エネルギー利用の効率化を通
じてエネルギー消費原単位及びエネルギー消費量当たりの二酸化炭素
排出原単位を改善していくことに重点を置く。 
具体的には、産業界の自主行動計画、省エネルギー法、トップランナ
ー制度等の枠組みの活用、省エネルギー機器・自動車の普及、エネルギ
ー効率の高い建築物・住宅の導入、交通流対策・物流の効率化や、地域
単位でのエネルギー相互融通等に取り組む。 
また、エネルギー供給部門における二酸化炭素排出原単位の改善を図
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るため、原子力発電の推進や新エネルギーの導入等を着実に進める。 

 
○ 排出量の増大要因に対応した効果的な取組 

部門別の二酸化炭素排出量の動向を見ると、需要サイドにおいて排出
量の約４割を占める産業部門、約１割を占める運輸（貨物自動車及び公
共交通機関等）部門からの排出量がほぼ横ばいに止まっている一方、約
２割を占める業務その他部門、約１割を占める家庭部門、約１割を占め
る運輸（自家用乗用車）部門からの排出量は大幅に増大している。この
ため、産業・運輸（貨物自動車及び公共交通機関等）部門における対策
の着実な推進を図るとともに、業務その他・家庭・運輸（自家用乗用車）
部門において効果的な対策を重点的に講じる。 
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表５　　エネルギー起源二酸化炭素に関する対策の全体像

○分散型新エネルギーのネットワーク構築
○バイオマス利用の推進
○未利用エネルギー等の有効利用（温度差エネルギー、雪氷熱、廃棄物焼却廃熱　等）
○複数主体間のエネルギー融通（コンビナートの工場排熱を企業間で融通）

○荷主と物流事業者の協働による省ＣＯ２化の推進（省エネルギー法改正、グリーン物流パートナーシップ会議　等）
○物流の効率化の推進（モーダルシフト、トラック輸送の効率化　等）

○公共交通機関の利用促進（公共交通機関の整備・利便性の向上、通勤交通マネジメント　等）
○環境に配慮した自動車使用の促進（アイドリングストップ、エコドライブの普及　等）
○円滑な道路交通を実現する体系の構築（自動車交通需要の調整、高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進　等）
○環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の実現（先導的な地域での取組）

○エネルギーの面的な利用の促進（地域冷暖房　等）
○各主体の個々の垣根を越えた取組（ＩＴを活用した施設全体・複数建物のエネルギー一括管理）
○緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた省ＣＯ２化

○原子力発電の着実な推進　　　○天然ガスシフトの推進　　　○石油／ＬＰガスの効率的利用の促進
○新エネルギー導入の促進　　　 ○電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減　　　○水素社会の実現

○住宅の省エネル
ギー性能の向上
○HEMS（ﾎｰﾑｴﾈﾙ
ｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）の
普及

○自主行動計画の着実な実
施
○省エネルギー法によるエネ
ルギー管理の徹底
○建築物の省エネルギー性
能の向上
○BEMS（ﾋﾞﾙｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽ
ﾃﾑ）の普及

○環境に配慮した自動車使
用の促進（再掲）
○荷主と物流事業者の協
働による省ＣＯ２化の推進
（再掲）
○物流の効率化の推進（再
掲）

「
面

」
・

「
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

」
の
対
策

「
個

」
の
対
策

機
器
単
位
の
対
策

省
Ｃ
Ｏ
２
型
の
地
域
・
都
市
構
造

や
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
形
成

　
施
設
・
主
体
単
位
の
対
策

○省エネルギー性能の高
い機器･設備の導入促進
　・高性能工業炉
　・次世代コークス炉　等

○トップランナー基準適合車の拡大・普
及
○燃費性能の優れた自動車の普及
○クリーンエネルギー自動車の普及
○大型トラックの走行速度の抑制
○アイドリングストップ装置の導入
○サルファーフリー燃料の導入
○鉄道、船舶、航空部門のエネルギー効
率の向上等

○トップランナー基準に基づく機器の効
率向上
○省エネルギー機器に係る情報提供
等
○高効率給湯器等省エネルギー機器
の普及支援・技術開発
○待機時消費電力の削減

○自主行動計画の着実
な実施
○工場等におけるエネル
ギー管理の徹底
○産業界の民生・運輸部
門における取組

製造事業者等の取組 運輸事業者の取組 オフィス･店舗等の
業務施設の省CO2化

家庭の省CO2化

エネルギー供給部門の省CO2化

省ＣＯ２型の都市デザイン

産業部門の
機器単位の対策

運輸部門の機器単位の対策 業務・家庭部門の機器単位の対策

省ＣＯ２型交通システムのデザイン

省ＣＯ２型物流体系の形成

新エネルギーの面的導入やエネルギー融通の促進
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ア. 省ＣＯ２型の地域・都市構造や社会経済システムの形成 
 

地域・都市構造や交通システムの抜本的な見直し、エネルギー消
費主体間の連携等による社会経済システムの見直し等により、エネ
ルギーの効率的利用を構造的に組み込むことの効果は大きい。 
したがって、「脱温暖化社会」の構築に向けて、中長期的な観点
から地域・都市構造や社会経済システムの転換に早期に着手する。 
特に、都市の在り方は地球温暖化に大きく影響を及ぼすものであ
り、都市再生プロジェクトの趣旨を踏まえて、都市再生を契機とし
た抜本的・構造的な対策の推進を図る。 
また、構造改革特区、地域再生の提案募集を通じて、地域からの
声を踏まえた施策の立案・改善を図る。 

 
 
(a) 省ＣＯ２型の都市デザイン 
   
  エネルギー需要密度の高い都市部においてエネルギーの利用効率の向上を
図ることの効果は大きく、エネルギーの面的利用やヒートアイランド対策等
により、都市のエネルギー環境を改善し、省ＣＯ２型の地域作りを促進する。 
 
 
○エネルギーの面的な利用の促進 

 
複数の施設・建物への効率的なエネルギーの供給、施設・建物間でのエネル
ギーの融通、未利用エネルギーの活用等エネルギーの効率的な面的利用は、
地域における大きな省ＣＯ２効果を期待し得ることから、地域の特性、推進
主体、実現可能性等を考慮しつつ、環境性に優れた地域冷暖房等の積極的な
導入・普及を図る。 
このため、国、地方公共団体、エネルギー供給事業者や地域開発事業者等幅
広い関係者が連携し、地球環境や都市環境等の視点からの評価も踏まえた効
率的エネルギーが地域において選択されるとともに、建物の利用者等需要者
側の理解の向上や協力の促進を図るため、面的な利用の可能性のある地域の
提示、先導的モデル事業の実施、都市計画制度の活用、需要家に省エネルギ
ー意識を促すための熱供給事業法の運用見直し等の施策を講じる。 
 

 
○各主体の個々の垣根を越えた取組 
 
ビルや集合住宅等建築物や施設全体での省ＣＯ２化を図るため、ビルオーナ
ーやテナント、エネルギー供給事業者といった関係する各主体の個々の垣根を
越えた取組を活発化する。 
このため、ＩＴを活用し施設全体のエネルギー管理や複数建物のエネルギー
の一括管理を行うような取組を促進する。 
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○緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた省ＣＯ２化 
 
ヒートアイランド現象に関する観測・調査・研究で得られた知見を活用し、
総合的にヒートアイランド関連施策を実施することにより、都市の熱環境改
善を通じた省ＣＯ２化を推進する。 
このため、エネルギー消費機器等の高効率化の促進や未利用エネルギー等
の利用促進により、空調機器や自動車等から排出される人工排熱の低減を図
る。加えて、冷暖房温度の適正化等ヒートアイランド現象の緩和に繋がる都市の
ライフスタイル・ワークスタイルの改善を図る。 
また、地表面被覆の人工化による蒸発散作用の減少や地表面の高温化の防
止・改善等の観点から、都市公園の整備等による緑地の確保、公共空間・官
公庁等施設の緑化、緑化地域制度の活用等による建築物敷地内の緑化、湧水
や下水再生水等の活用、路面温度を低下させる効果の高い舗装材の活用等、
地域全体の地表面被覆の改善を図る。 
さらに、冷気の発生源となる緑の拠点の形成・活用や、緑地・水面からの風
の通り道の確保等の観点から、都市に残された緑地の保全や都市公園の整備、
公園、道路、河川・砂防、港湾、下水道等の事業間連携等による水と緑のネ
ットワーク形成等の推進、環境負荷の小さな都市の構築の推進により、都市
形態の改善を図る。 
 
 
(b) 省ＣＯ２型交通システムのデザイン 
 
  交通システムの効率化等を図るため、自動車単体対策だけでなく、交通需
要マネジメント（ＴＤＭ: Transportation Demand Management）、信号機等
の交通安全施設の整備、公共交通機関の利用促進等総合的な対策を実施する。 
 
 
○公共交通機関の利用促進 
 
 鉄道新線、中量軌道システム10、ＬＲＴ11（Light Rail Transit）等の公共交
通機関の整備や、ＩＣカードの導入等情報化の推進、乗り継ぎ改善、パークア
ンドライド等によるサービス・利便性の向上を引き続き図るとともに、シーム
レスな公共交通の実現に向けた取組を推進する。 
また、これらと連携した事業者による通勤交通マネジメント、低公害車等に
よるカーシェアリングの実施等の主体的な取組の促進、国民への啓発活動によ
り、旅客交通において自家用乗用車から鉄道・バス等の公共交通機関への利用
転換を促進する。さらに、このような事業者による主体的な取組を推進するた
め、全国レベル及び地方レベルにおいて交通事業者、経済界等から成る協議会
を立ち上げ、具体的な取組を進めていく。 
 

                                                  
10鉄道とバスの中間の輸送力を有する新交通システム等の鉄軌道 
11走行空間の改善、車両性能の向上等により、乗降の容易性、定時性、速達性、輸送力、快適性等の面で優れた

特徴を有する人と環境に優しい次世代型路面電車システム 
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○環境に配慮した自動車使用の促進 
 駐停車時のアイドリングストップ、交通状況に応じた安全な定速走行等エコ
ドライブの普及・推進を図る。 
このため、関係４省庁12のエコドライブ普及連絡会を中心とした広報活動等
により国民の意識向上を図り、エコドライブ普及のための環境整備を行う。 
また、営業用自動車等のエコドライブを促進するため、運送事業者等を対象
に、エコドライブ管理システム13（ＥＭＳ：Eco-drive Management System）の
構築・普及等を図る。 
さらに、アイドリングストップ装置導入のための補助等を引き続き実施する
とともに、自動車製造事業者等に対して搭載車種拡大、販売促進努力等を促し、
環境整備等を行う。また、国や地方公共団体は率先導入を図る。 
  
 
○円滑な道路交通を実現する体系の構築 
 
 交通流の円滑化による走行速度の向上が実効燃費を改善し、自動車からの
二酸化炭素排出量を減らすことから、環状道路等幹線道路ネットワークの整
備、交差点の立体化、連続立体交差等による踏切道改良等を推進するととも
に、自動車交通需要の調整、高度道路交通システム（ＩＴＳ: Intelligent 
Transport Systems）の推進、道路交通情報提供事業の促進、路上駐停車対策、
路上工事の縮減、交通安全施設の整備といった交通流対策を実施する。 
  
 
○環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の実現 
 
 旅客部門の二酸化炭素排出量増加の主因となっている自家用乗用車への過
度の依存を抑制し、環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ: Environmentally Su
stainable Transport）を実現するため、ＥＳＴの推進をめざす先導的な地域
を募集し、公共交通機関の利用促進、交通流の円滑化対策、低公害車の導入
促進、普及啓発等の分野における支援策を集中して講じる等、関係省庁が連
携して地域特性に応じた意欲ある具体的な取組に対する施策を強化する。 
 
 
(c) 省ＣＯ２型物流体系の形成 
 
 物流体系全体のグリーン化14を推進するため、荷主と物流事業者の協働による取組
の強化・拡大を図るとともに、モーダルシフト15、トラック輸送の効率化等を推進す
る。 

                                                  
12警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省 
13自動車の運行において計画的かつ継続的なエコドライブの実施とその評価及び指導を一体的に行う取組。 
14モーダルシフト、トラック輸送効率化、流通業務の総合化・効率化、輸送機関の低公害化等により環境負荷の

少ない物流体系の構築を図ること。 
15貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モ

ード)の転換(シフト)を図ること。 
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○荷主と物流事業者の協働による省ＣＯ２化の推進 
 
 配送を依頼する荷主と配送を請け負う物流事業者の連携を強化し、地球温
暖化対策に係る取組を拡大することで、物流体系全体のグリーン化を推進す
る。 
 このため、「グリーン物流パートナーシップ会議16」を通じ、モーダルシフ
トやトラック輸送の効率化等を荷主と物流事業者が連携して行う先進的モデ
ル事業への支援を行うとともに、荷主と物流事業者の連携を円滑化するため、
両者が共通に活用できる物流分野の二酸化炭素排出量算定のための統一的手
法（ガイドライン）を策定し、取組ごとの効果を客観的に評価できるように
する。 
さらに、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を制定し、
サードパーティ・ロジスティクス17（３ＰＬ：3rd Party Logistics）事業の
導入、輸配送の共同化やＩＴの活用等による輸送・保管・流通加工等の流通
業務の総合的かつ効率的な実施を支援する。 
 あわせて、省エネルギー法を改正し、一定規模以上の貨物輸送事業者、旅客
輸送事業者、荷主に対し省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告を義務
付ける等、運輸分野における対策を導入する。 
 
 
○モーダルシフト、トラック輸送の効率化等物流の効率化の推進 
 
  物流体系全体のグリーン化を推進するため、自動車輸送から二酸化炭素排出
量の少ない内航海運又は鉄道による輸送への転換を促進する。 
この一環として、受け皿たる内航海運の競争力を高めるため、複合一貫輸
送に対応した内貿ターミナルの整備による輸送コスト低減やサービス向上を
進めるとともに、エネルギー効率の良い次世代内航船（スーパーエコシップ）
等新技術の開発・普及や規制の見直し等を進める。また、接岸中の船舶への電
源供給のための陸上施設の整備の検討等、物流の拠点である港湾ターミナルにおけ
る荷役機械等の電化及び効率化に取り組む。 
同様に鉄道による貨物輸送の競争力を高めるため、鉄道輸送の容量拡大、
ダイヤ設定の工夫、コンテナ等の輸送機材の充実等による輸送力増強と端末
輸送のコスト削減等により貨物鉄道の利便性の向上を図る。 
また、トラック輸送についても一層の効率化を推進する。このため、自家
用トラックから営業用トラックへの転換並びに車両の大型化及びトレーラー
化を推進するとともに、大型化に対応した道路整備を進める。あわせて輻輳
輸送の解消、帰り荷の確保等による積載効率の向上を図る。 
さらに、国際貨物の陸上輸送距離の削減にも資する中枢・中核国際港湾に
おける国際海上コンテナターミナルの整備、多目的国際ターミナルの整備、

                                                  
16物流のグリーン化に向けた産業界の自主的な取組を促進するため、荷主企業、物流事業者、行政、その他関係

方面の会員企業･団体で構成される組織であり、経済産業省、国土交通省及び関係団体の協力により運営される。 
17荷主から物流を一貫して請け負う高品質のサービス 
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各モード間の連携を深めるインフラ整備等を推進する。 
 
 
(d) 新エネルギーの面的導入やエネルギー融通の促進 
  
 地域のバイオマス資源や未利用エネルギー等、特色あるエネルギー資源を効
率的に地産地消し、地域全体で省ＣＯ２化を目指す。 
 
 
○分散型新エネルギーのネットワーク構築 
 
 新エネルギー導入の観点から、風力・バイオマス・太陽光発電、コージェネ
レーションシステム（エネルギー効率の高いもの）、燃料電池等の複数の分散
型電源をＩＴ制御装置等と組み合わせてネットワーク化し、エネルギーの効率
的利用を図る小規模なシステム（マイクログリッド）を、既存ネットワークと
の連系に係る技術的な課題等を踏まえつつ導入する。これにより、地域全体で
新エネルギー等の導入を促進し、省ＣＯ２型のエネルギーシステムの実現を図
る。このため、先導的なモデル事業の実施、技術開発・実証等を進める。 
 
 
○バイオマス利用の推進 
 
 地域に賦存する様々なバイオマス資源を、熱・電力、燃料、素材等に効率的
かつ総合的に利活用するシステムを有するバイオマスタウンの構築に向け、情
報を発信し、地域活動を促進するとともに、利活用施設の整備、バイオマスエ
ネルギーの変換・利用等の技術開発等を進める。 
 
 
○未利用エネルギー等の有効利用 
 
 地域の特性を活かした未利用エネルギー（海水、下水等の温度差エネルギー、雪
氷熱等）、廃棄物焼却等の廃熱の利用を促進し、地域における効率的なエネルギー
供給を行う。 
 
 
○複数主体間のエネルギー融通 
 
 コンビナート等の産業集積地において工場排熱を企業間で融通する等、複
数主体の連携によるエネルギー融通を促進するため、主体間の連携を促す環
境整備を行うとともに、省エネルギー効果の大きい連携事業に対して支援を
行う。 
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イ．施設・主体単位の対策・施策 
 

エネルギーを消費する事業者・個人等の各主体は、自らの活動に
関連して排出される二酸化炭素の総体的な抑制を目指して様々な取
組を行う。 
その際、各主体は自らの責任と役割、取組の及ぶ範囲を適切に認
識し、例えば、製造事業者の民生・運輸部門への取組、小売事業者
の消費者への情報提供等も含め、幅広い分野における二酸化炭素排
出量の抑制を図ることに貢献する。 
また、エネルギー供給部門でも、二酸化炭素排出原単位の小さい
エネルギー源の活用や供給の効率化を図る。 

  
 
a. 産業部門（製造事業者等）による取組 
 
産業部門における二酸化炭素排出量は2002年度において1990年度比▲１．
７％であり、引き続き、自主行動計画を始めとする対策の着実な推進を図る。
あわせて、同部門の事業者が民生・運輸部門の省ＣＯ２化にも貢献する。 
 
 
○自主行動計画の着実な実施 
  
産業・エネルギー転換部門においては、1997年に日本経済団体連合会が率
先して環境自主行動計画を策定し、2010年度の二酸化炭素排出量を1990年度
比±０％以下に抑制することを目標として掲げている。また、これまでに34
業種が業種ごとに定量的に目標を設定した環境自主行動計画を策定してきて
おり、産業・エネルギー転換部門の約８割をカバーするに至っている。 
 ＊業種毎の自主行動計画の目標として、各業種の自主的な判断によって、
エネルギー原単位、エネルギー消費量、二酸化炭素排出原単位、二酸化
炭素排出量の４通りの指標のいずれかが選択されている。 

 このような事業者による自主行動計画はこれまでのところ成果を挙げてき
ており、産業・エネルギー転換部門における対策の中心的役割を果たすもの
である。自主的手法には、各主体がその創意工夫により優れた対策を選択で
きる、高い目標へ取り組む誘因があり得る、政府と実施主体双方にとって手
続きコストがかからないといったメリットがあり、事業者による自主行動計
画ではこれらのメリットが一層活かされることが期待される。 
 我が国が京都議定書の削減約束を達成していくためには、こうした産業・
エネルギー転換部門における自主行動計画の目標が達成されるべく、産業界
がエネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単位の改善等の排出量を抑制す
る努力を進めていくことが極めて重要である。こうしたことから、産業界の
自主行動計画の目標、内容についてはその自主性に委ねられるべきものであ
ることを踏まえつつ、社会的要請に応え、日本経団連自主行動計画目標が十
分に達成され、また、個別業種が自らの自主的な目標達成に向けて積極的に
取り組むことが奨励されるところであり、その透明性・信頼性・目標達成の
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蓋然性が向上されるよう、引き続き関係審議会等において定期的にフォロー
アップを行う。 
 また、こうした自主行動計画を未策定の事業者が、自主行動計画を策定し、
特性に応じた有効な省ＣＯ２対策を講じることが期待される。 
 
 
○工場等におけるエネルギー管理の徹底 
 
 上記の自主的な措置に加えて、産業部門については、省エネルギー法に基
づく措置により、エネルギーの自主管理の強化が図られてきている。 
 今後は、更にきめ細かなエネルギーの自主管理の徹底を促すため、省エネ
ルギー法を改正し、熱と電気を併せた総合的な省エネルギー対策を求める。 
 
 
○産業界の民生・運輸部門における取組 
 
産業界は、素材等の軽量化・高機能化、エネルギー効率の高い製品の提供、
自家用トラックから営業用トラックへの転換・モーダルシフト等を通じた物
流の効率化、社員の通勤に係る公共交通機関の利用促進等を通じて民生・運
輸部門の省ＣＯ２化に貢献する。 
特に、運輸部門における取組を強化するため、省エネルギー法を改正し、
一定規模以上の荷主に対して省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の
報告を義務付ける等、運輸分野における対策を導入する。 
 
 
b. 運輸事業者による取組 
 
 運輸部門における二酸化炭素排出量は1990年度比で約２割増大しているが、
近年運輸（貨物自動車及び公共交通機関等）部門からの排出量は低下傾向に
あり、これを一層着実なものとするため荷主と物流事業者との協働による二
酸化炭素排出抑制の推進等の輸送のグリーン化を推進する。 
また、燃費の向上等一定の優れた環境取組を実施している運輸事業者を認定
する「グリーン経営認証制度」の普及を促進する。 
さらに、ＧＰＳ等情報技術の活用によりタクシー等の効率的な配車・運行を
可能とするシステムの導入等を促進し、営業用自動車の運行を効率化する。 
 
 
○環境に配慮した自動車使用の促進（再掲） 
 
 
○荷主と物流事業者の協働による省ＣＯ２化の推進（再掲） 
 
 
○モーダルシフト、トラック輸送の効率化等物流の効率化の推進（再掲） 
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c. オフィス・店舗等の業務施設の省ＣＯ２化 
 
オフィス等（店舗等サービス業を含む）の業務部門の二酸化炭素排出量は、
床面積の増大もあいまって1990年度比で約４割増大しており、省エネルギー法
によるエネルギー管理や自主行動計画の着実な実施等を通じて抑制を図ること
とする。 
 
 
○自主行動計画の着実な実施 
 
 産業・エネルギー転換部門に限らず業務部門においても、業種ごとに目標を
設定した環境自主行動計画を策定する取組は10業種に広がっている。自主行動
計画の目標・内容についてはあくまで事業者の自主性に委ねられるべきもので
あることを踏まえつつ、社会的要請に応え、その透明性・信頼性・目標達成の
蓋然性を向上していくことが極めて重要であり、関係審議会等において定期的
にフォローアップを行う必要がある。 
また、私立病院、私立学校等の未策定業種においても、自主行動計画を策定
し、特性に応じた有効な省ＣＯ２対策を講じることが期待される。 
 
 
○省エネルギー法によるエネルギー管理の徹底 
  
エネルギー消費量が大きなオフィスビル等については、エネルギー管理を
促すため、2003年４月以降、省エネルギー法の規制を強化し、定期報告や中
長期計画の策定等を義務付けている。 
今後は、一層のエネルギー管理を促すため、省エネルギー法を改正し、熱
と電気を併せた総合的な省エネルギー対策を求める。 
 また、オフィス等における更なる取組を確保するため、国による総点検等
を実施する。 
 
 
○建築物の省エネルギー性能の向上 
 
建築物の省エネルギー性能は、エネルギー消費を通じて業務その他部門の
二酸化炭素排出量に長期にわたり大きな影響を与えることから、新築時点に
おける省エネルギー対策を引き続き進めるとともに、これに加えて、既存の
建築物ストックの省エネルギー性能の向上を図る省エネルギー改修を促進す
る。 
このため、省エネルギー法を改正し、一定規模以上の建築物の新築、増改
築を行う場合とともに、大規模修繕等を行う場合にも、所管行政庁への省エ
ネルギー措置の届出を義務付ける等の措置を講じる。 
また、融資等による支援、建築物等に関する総合的な環境性能評価手法（Ｃ
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ＡＳＢＥＥ18）の開発・普及、省エネルギー改修等の建築物の省エネルギーに
関する設計、施工等に係る情報提供等の推進、省エネルギー対策においてビ
ルオーナーとテナントの連携を図るモデル事業への支援や、グリーン庁舎19の
整備の推進、グリーン診断・改修20の推進、既存官庁施設の適正な運用管理の
徹底等を行う21。 
 
 
○ＢＥＭＳの普及 
  
ＩＴの活用により、エネルギーの使用状況をリアルタイムに表示し、また
室内状況に対応して照明・空調等の最適な運転を行うエネルギー需要の管理
システム（ＢＥＭＳ：Building Energy Management System）の普及を図るた
め、導入支援を行う。 
 
 
d. 家庭の省ＣＯ２化 
 
 家庭部門の二酸化炭素排出量は、世帯の増加が次第に緩やかになっている
にもかかわらず、家電保有台数の増加等によるエネルギー消費量の増加によ
り1990年度比で約３割増大している。 
 このため、住宅の省エネルギー性能の向上等を図るとともに、国民が地球
温暖化問題を自らの問題として捉え、ライフスタイルを不断に見直し、省エ
ネルギー対策に努めることを促す。 
 
 
○住宅の省エネルギー性能の向上 
 
 住宅の省エネルギー性能は、エネルギー消費を通じて家庭部門の二酸化炭
素排出量に長期にわたり大きな影響を与えることから、新築時点における省
エネルギー措置の徹底に加えて、既存の住宅ストックの省エネルギー性能の
向上を図る省エネルギーリフォームを促進する。 
このため、省エネルギー法を改正し、一定規模以上の住宅の新築、増改築
又は大規模修繕等を行う場合には建築物と同様、所管行政庁への省エネルギ
ー措置の届出を義務付ける等の措置を講じる。 
また、融資等による支援、住宅等に関する総合的な環境性能評価手法（Ｃ
ＡＳＢＥＥ）の開発・普及、省エネルギー改修・建築設備について省エネル
ギー基準を充実すること等による情報提供の推進、民間事業者等による先導

                                                  
18居住性（室内環境）の向上と省エネルギー対策をはじめとする環境負荷の低減等を、総合的な環境性能として

一体的に評価し、評価結果を分かり易い指標として提示する住宅・建築物の総合環境性能評価システム。 
19計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて、環境負荷の低減化を図る官庁施設。 
20既存官庁施設の環境性能を把握するための診断。改修計画から改修工事、運用、廃棄に至るまでのライフサイ

クルを通じた、環境負荷の低減化を図る改修。 
21なお、住宅・建築物の省エネルギーを図るため断熱材を使用する場合、フロンを含有する断熱材では、フロン

の温室効果を勘案するとかえってトータルの温室効果ガスの排出量が増加する傾向にあるため、断熱材のノンフ

ロン化を推進する必要がある。 
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的な技術開発に対する支援、断熱資材の導入や太陽光発電システムの設置等
を一体として行うモデル性の高い住宅の導入に係る支援等を行う22。 
さらに、省エネルギー性能の高い窓ガラスやサッシの普及を図るため、製造事
業者等による省エネルギー性能の品質表示制度を創設するとともに、その省エネ
ルギー効果の各種媒体を活用した周知徹底を行う。 
加えて、戸建住宅においては各戸居住者に対してエネルギーの使用状況に応じ
た省エネルギー機器・設備・建材の導入メリットに関する情報提供を、また集合
住宅においてはリース・ＥＳＣＯ23を活用した省エネルギー機器・設備・建材の導
入等を促進する。 
 
 
○ＨＥＭＳの普及 
 
 ＩＴの活用により、エネルギーの使用状況をリアルタイムに表示し、また
室内状況に対応して照明・空調等の最適な運転を行うエネルギー需要の管理
システム（ＨＥＭＳ：Home Energy Management System）の普及を図るため、
実証実験を行う。 
 
 
e. エネルギー供給部門の省ＣＯ２化 
 
 エネルギー供給部門では、インフラ整備・改革に一定の時間を要するものの、
早期に対策に着手し、二酸化炭素排出原単位の小さいエネルギー源を活用する
とともに、エネルギーの安定供給を念頭に置きつつ化石燃料の環境調和型利用
を図る等、供給の効率化を図っていく。 
 
 
○原子力発電の着実な推進 
 
 発電過程で二酸化炭素を排出しない原子力発電については、地球温暖化対
策の推進の上で極めて重要な位置を占めるものである。今後も安全確保を大
前提に、原子力発電の一層の活用を図るとともに、基幹電源として官民相協
力して着実に推進する。その推進に当たっては、供給安定性等に優れている
という原子力発電の特性を一層改善する観点から、国内における核燃料サイ
クルの確立を国の基本的な考え方として着実に進めていく。 
 

                                                  
22脚注12に同じ。 
23包括的な省エネルギーサービスを提供する事業であるEnergy Service Companyの略。 
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・ 現在稼働中の53基に加え、建設中の３基（泊３号、東通１号（東北）、志賀２号）

を2010年度時点で着実に稼働するよう、事業者の取組をフォローアップする。 

・ 原子力発電への投資が確保されるための投資環境を整備する（長期かつ安定的な

原子力発電の運転を可能とする送電容量確保ルール等）。 

・ 核燃料サイクルの着実な実施に向けて、バックエンド事業の適正な実施のための
法整備、外部積立方式の使用済燃料再処理準備金制度の創設を行うとともに、事

業者が進めている再処理事業、プルサーマル計画、高レベル放射性廃棄物の最終

処分事業等が着実に推進されるよう積極的に支援する。 
・ 安全確保を大前提とした科学的・合理的な運転管理を実現する。 

 
 
○新エネルギー導入の促進 
 
 太陽光や風力、バイオマス24等を活用した新エネルギーは、地球温暖化対
策に大きく貢献するとともに、エネルギー自給率の向上に資するため、その
導入を促進する。 

 

・熱分野 

自治体による新エネルギー導入の総合的計画の策定、実施、評価の推進、バイオ

マス・ニッポン総合戦略の推進と連携したバイオマス熱利用の促進強化、太陽熱利

用の促進（先進的太陽熱利用技術の開発等）、廃棄物熱利用の促進等の措置を講じ

る。 

また、輸送用燃料（ガソリン及び軽油）におけるバイオマス由来燃料の利用につ

いて、経済性、安全性、大気環境への影響及び安定供給上の課題への対応を図り、

実証を進めるとともに、これらの課題を踏まえた最適な導入方法を検討した上で、

その円滑な導入を進める。 

・発電分野  

公共分野への導入拡大、太陽光発電を始めとする低コスト化・高効率化を促進す

る技術開発、風力発電の系統連系対策・各種土地利用規制との円滑な調整、廃棄物

発電の導入促進、ＲＰＳ法25の着実な施行等の措置を講じる。 
  
 
○天然ガスシフトの推進 
 
 天然ガスは、他の化石燃料に比べ相対的に環境負荷が少ないクリーンなエ
ネルギーであり、中東以外の地域にも広く分散して賦存することから、原子
力等の他のエネルギー源とのバランスを踏まえつつ、天然ガスシフトの加速
化を推進する。 
 

                                                  
24バイオマスを含め再生可能エネルギーは気候変動に関する国際連合枠組条約における取扱い上も二酸化炭素排

出量が計上されないこととなっている。 
25電気事業者に一定量以上の新エネルギー等による電気の利用を義務付ける法律（2002年６月公布、2003年４月

全面施行）。ＲＰＳはRenewables Portfolio Standardの略。 
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・国内ガス流通の活性化を図るため、民間主体による天然ガス供給インフラ構築のた

めの環境整備を総合的に推進する。 

・産業用ボイラー等の天然ガスへの燃料転換、都市ガス事業者のガス種の天然ガス転

換を進める。 

・効率的な天然ガス利用を促進するため、ガスタービン・ガスエンジンの高効率化、

天然ガスコージェネレーションや電力負荷平準化対策にも資する高効率型ガス冷

房等の導入を促進する。 

・天然ガス等を原料とするＧＴＬ26（Gas To Liquid）やＤＭＥ27（Dimethyl Ether）、

メタンハイドレートに係る技術開発等を推進し、その導入を進める。 
 
 
○電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減 
 
 我が国のエネルギー起源二酸化炭素排出量の大きな部分を占める発電部門に
おいて、二酸化炭素排出原単位を低減させることが重要であることから、下記
の対策等を講ずる。 
 

・ 事業者による以下の取組等による自主目標達成のフォローアップを行う。 

 科学的・合理的な運転管理の実現による原子力設備利用率の向上 
 火力発電の熱効率の更なる向上と環境特性に配慮した火力電源の運用方法の調
整等。 

 事業者による京都メカニズムの活用による京都議定書上のクレジット（排出削
減量）獲得。 

・ 省ＣＯ２化につながる電力負荷平準化対策を、蓄熱システムの普及促進等により

推進する。 

・ ＲＰＳ法を着実に施行するとともに、老朽石炭火力発電の天然ガス化転換を促進

する（再掲）。 

 
 
○石油の効率的利用の促進 
 
 石油については、今後も一次エネルギー供給の重要な位置を占めるエネル
ギー源として、環境に配慮しつつ効率的に利用していく。 
このため、省ＣＯ２化に資する省エネルギーシステムとして、石油コージ
ェネレーションシステム、高効率・低ＮＯｘボイラー等の環境負荷のより小
さい石油システムの普及促進を図る。 
 
 
○ＬＰガスの効率的利用の促進 
 
 環境負荷が相対的に小さく、天然ガスとともにクリーンなエネルギーであるＬＰ

                                                  
26ガス・トゥー・リキッド。天然ガス等から合成ガスを経て製造される軽油等代替の新燃料。 
27ジ・メチル・エーテル。天然ガス等から合成ガスを経て製造される燃料ガス。ＬＰガスに性状が類似しており、

液化が容易。広義にはＧＴＬ製品の一種。 
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ガスの利用を促進する。このため、ＬＰガスコージェネレーションシステム、ガス
エンジン給湯器等のＬＰガスシステムの高効率利用の促進を図る。 
 
 
○水素社会の実現 
 
 水素は、利用段階で二酸化炭素を排出しないエネルギー媒体であり、かつ、
非化石燃料からの製造も可能であることから、エネルギーセキュリティ上も
望ましい二次エネルギーである。 
このため、水素社会のキーテクノロジーである燃料電池及び水素製造の技
術開発、基準・標準の策定、規制の見直し等とともに、先導的な導入を促進
し、その普及に取り組む。 
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ウ．機器単位の対策・施策 
 

冷蔵庫、空調機器、給湯関連機器等の機器単体の省エネルギー性能は
目覚ましく向上しているが、今後更なる性能向上を図るとともに、幅広
く省エネルギー性能の高い機器の導入・普及を図る。 

  
a. 産業部門 
 
○省エネルギー性能の高い機器・設備の導入促進 
 自主行動計画に基づく各種省エネルギー機器の導入に加え、旧来機器と比べ
て大幅な省エネルギーが可能な高性能工業炉等の普及を促進するため、重点
的に支援措置を講じるとともに、次世代コークス炉の導入を支援する。 
 また、低燃費型建設機械の使用を奨励し、公共工事において積極的に活用
することにより低燃費型建設機械の普及を促進する等、建設施工分野におけ
る省ＣＯ２化を推進する。 
 
 
b. 運輸部門 
 
(a) 自動車部門 
 
運輸部門におけるエネルギー消費の大半を自動車部門が占めていることか
ら、自動車単体対策として、世界最高水準の燃費技術により燃費の一層の改
善を図るとともに、燃費性能の優れた自動車やアイドリングストップ装置搭
載車の普及等の対策・施策を推進する。 
 
 
○トップランナー基準適合車の拡大・普及 
 
 1998年度から省エネルギー法に基づきトップランナー基準を導入しており、
2003年度にＬＰガス乗用自動車についても対象に追加する等順次対象を拡大
している。その一環として、重量自動車（車両総重量2.5トン超の貨物自動車
及び乗車定員11人以上の乗用自動車）についても、トップランナー基準の対
象とする。 
 また、2010年度のガソリン乗用自動車のトップランナー基準については、
主要な国内自動車製造事業者等による基準の前倒し達成に向けた積極的な取
組及び自動車グリーン税制等の効果等により、2003年度時点で約８割（出荷
ベース）のガソリン乗用自動車が既に達成している。 
これを踏まえ、一層の燃費改善を図るため、今後の動向等を踏まえながら、
2010年度以降の新たなガソリン乗用自動車のトップランナー基準を策定する。 
 
 
○燃費性能の優れた自動車の普及 
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トップランナー基準適合車のほか、燃費性能に優れた自動車の普及を促進
するため、税制上の優遇措置及び自動車燃費性能に関する評価・公表制度の
活用等の措置を講じる。 
 また、製造事業者と消費者との接点である小売事業者が省エネルギーに関
する適切な情報を提供する仕組み作りを進める。 
 さらに、ディーゼル自動車はガソリン自動車に比べ燃費が優れていること
から、将来、ガソリン乗用自動車と遜色のない排出ガス性能を有するクリー
ンなディーゼル乗用自動車が開発される場合には、その普及について検討す
る。 
 
 
○クリーンエネルギー自動車の普及 
 
省ＣＯ２化に資するハイブリッド自動車、天然ガス自動車等のクリーンエ
ネルギー自動車28（ＣＥＶ：Clean Energy Vehicle）の普及を促進するため、
補助制度や税制上の優遇等の支援措置を講じる。 
 
 
○大型トラックの走行速度の抑制 
 
速度抑制装置の装備を義務付け、高速道路での大型トラックの最高速度を
抑制することで、燃料消費効率の向上による省ＣＯ２化を図る。 
 
 
○環境に配慮した自動車使用の促進（再掲：アイドリングストップ装置導入に
係るもの）  
 
 
○サルファーフリー燃料の導入 
 
サルファーフリー（硫黄分10ppm以下）石油系燃料の導入を踏まえ、自動車
技術との最適な組合せにより、燃費効率の向上を図る。 
 
 
(b) 鉄道・船舶・航空部門 
  
鉄道部門においては、軽量タイプの車両やＶＶＶＦ機器搭載車両29の導入等、
エネルギー効率の良い車両を導入してきたところであり、引き続きその導入を
促進する。 
船舶部門においてはモーダルシフトに資するローロー船30・コンテナ船等の

                                                  
28ここでは、電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ディー

ゼル代替ＬＰガス自動車の総称。 
29電気抵抗を使わずにモーターの回転数を効率良く制御する機構を搭載した車両。 
30ロールオン・ロールオフ船の略。トレーラーシャーシや商品車を自走により積卸しする荷役方式の船舶。 

 40



                      
 

建造を図ってきたところであり、これに加え、今後、電気推進船や電子制御エ
ンジン搭載船舶31等の新技術を導入した船舶の普及促進も図る。 
航空部門においては、事業者によるエネルギー効率の良い新規機材の導入支
援を行ってきたところであり、業界の環境自主行動計画及び政府の地球温暖化
対策推進大綱の目標を2002年度時点で既に達成する効果を挙げている。今後も
こうしたエネルギー効率の良い航空機材の導入を引き続き促進する。 
 
 
c. 業務その他・家庭部門 
 
 家庭やオフィス等で使用される機器の効率向上・普及を図ることにより業務
その他・家庭部門のエネルギー消費量の抑制が図られることから、世界最高水
準のエネルギー効率を目指し、今後も一層の機器のエネルギー効率の向上を促
進する。 
 
○トップランナー基準に基づく機器の効率向上 
  
1998年度から省エネルギー法に基づきトップランナー基準を導入し、これ
まで18機器が指定されているが、今後、更に個別機器の効率向上を図るため、
トップランナー基準の対象を拡大するとともに、既に対象となっている機器
の対象範囲の拡大及び基準の強化を図る。 
 

（参考：18機器） 

エアコンディショナー、蛍光灯器具、ビデオテープレコーダー、テレビジョン受

信機、複写機、電子計算機、磁気ディスク装置、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストー

ブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、変圧器、

乗用自動車、貨物自動車 

  
○省エネルギー機器に係る情報提供等 
 
 産業界に省エネルギーに資する機器の供給を促すとともに、省エネルギー機
器の使用者に対しては省エネルギーに関する情報や手段を十分に提供すること
とする。 
このため、機器の効率等を消費者が容易に識別するために2000年度から導入
している「省エネラベリング制度」に加え、小売事業者による積極的な省エネ
ルギー製品の販売を促進するため、「省エネルギー型製品販売事業者評価制度」
の普及・充実を図るとともに、「省エネ家電普及講座」の開催等による普及啓
発等を通じ、エネルギー消費量の少ない製品への買替え・利用を促進する。 
あわせて省エネルギー法を改正し、家電、ガス機器、石油機器等の小売事業
者やエネルギー供給事業者による消費者への省エネルギー情報の積極的な提供
を促進する。 
 

                                                  
31シリンダーへの始動空気の投入、燃料噴射、燃焼後の排気弁の開閉のタイミング等を電子制御することにより

燃焼を最適化するディーゼルエンジン。 
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○高効率給湯器等省エネルギー機器の普及支援・技術開発 
 
 家庭におけるエネルギー消費量の約３割を占める給湯部門においては、Ｃ
Ｏ２冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯器とい
った従来方式に比べ省エネルギー性能が特に優れた機器が開発され製品化さ
れており、これらの機器の加速的普及を図るため、その導入に対する支援を
行い、事業者による更なる普及を促進するとともに、小型化・設置容易化等
の技術開発を促進する。 
 また、近年、ヒートポンプ技術32を活用した高効率の業務用空調機や、省エ
ネルギー効果が高くフロンを使用しない業務用給湯器・低温用自然冷媒冷凍
装置、コンビニエンスストア等エネルギー多消費型の中小規模の小売店舗用
の省エネルギー型冷蔵・冷凍機・空調一体システムが開発されてきており、
導入支援措置等により業務用分野においてもこれらの加速的普及を図る。 
さらに、発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode)を用いた省エネ
ルギー器具を導入することにより、従来の白熱灯・蛍光灯と比較し、大幅な
省エネルギーを達成することができるため、更なる高効率化に向けた技術開
発を推進しつつ、これらの機器の加速的普及を図る。 
  
 
○待機時消費電力の削減 
 
待機時消費電力の削減を図るため、これまで業界の自主的取組を技術開発
面で支援してきたこともあり、業界の目標（１W以下：オーディオコンポ、テ
レビ、エアコン等。０W：洗濯機、電子レンジ等。）は、当初の予定どおり達
成されているが、今後とも引き続き業界の自主的取組をフォローアップする。 
 
 
 
 

                                                  
32冷媒の凝縮・蒸発により、外気と室内空気との熱のやりとりを行う技術。 
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② 非エネルギー起源二酸化炭素 
 
これまで、生産工程で二酸化炭素排出のより少ない混合セメントの利用拡大
や、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進、原材料やバイオマスエネル
ギー源として再生産可能で環境への負荷が小さい木材の有効利用、農地におけ
る緑肥栽培、たい肥還元、バイオマスプラスチックの利用促進等の推進等を実
施してきた。 
石灰石の消費、アンモニアの製造等に伴い排出される工業過程からの二酸化
炭素の2002年度の排出量（4,900万t-CO2）は、同分野の1990年度の排出量に対
して14.0％減少している。これは2002年度のセメント生産量が1990年度に対し
て16.7％減少したことなどが要因として挙げられる。 
また、二酸化炭素総排出量の約２％を占める廃棄物（廃油、廃プラスチック
類）の燃焼等による二酸化炭素の2002年度の排出量（2,400万t-CO2）は、199
0年度の同分野の排出量と比較すると、約1.4倍に増加している。 
 
 ○混合セメントの利用の拡大 
  
セメントの中間製品であるクリンカに高炉スラグ等を混合したセメントの
生産割合・利用を拡大する。 
また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律1
00号。以下「グリーン購入法」という。）に基づく率先利用の推進により、国
等が行う公共工事において混合セメントの率先利用を図る等、混合セメントの
利用を促進する。 
 
 ○廃棄物の焼却に由来する二酸化炭素排出削減対策の推進 
  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号。以下「廃棄物処
理法」という。）に基づく廃棄物減量化目標や、循環型社会形成推進基本法（平
成12年法律110号。以下「循環法」という。）に基づき2003年3月に閣議決定さ
れた循環型社会形成推進基本計画（以下、「循環計画」という。）に定める目
標の達成に向けた取組を促進する。具体的には、個別リサイクル法に基づく措
置の実施やその評価、検討、地球温暖化対策に資する施設整備等の事業の支援、
及び市町村の分別収集や有料化に係るガイドラインの策定等の施策を講ずる
ことにより、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を推進し、廃棄物焼却に伴
う二酸化炭素の排出削減を進める。 
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③メタン・一酸化二窒素 
 
ア．メタン 
 
これまで、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進や全連続炉の導入
の促進等による廃棄物焼却施設における燃焼の高度化、ほ場の管理の改善、
家畜排せつ物処理方法の改善等を実施してきた。 
メタンの2002年度排出量（2,000万t-CO2）は、1990年度と比較して21.1％、
減少しており、これは石炭採掘に伴う排出量の削減が大きく寄与している。 
 

○廃棄物の最終処分量の削減等 
 
廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標や、循環法に基づく循環計画に定
める目標の達成に向けた取組を促進する。具体的には、個別リサイクル法に
基づく措置の実施やその評価、検討、地球温暖化対策に資する施設整備等の
事業の支援、及び市町村の分別収集や有料化に係るガイドラインの策定等の
施策を講ずることにより、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を推進し、
廃棄物の直接埋立に伴うメタンの排出抑制を進める。また、一般廃棄物焼却
施設における燃焼の高度化を推進する。 
 

 
イ.一酸化二窒素 
 
これまで、工業過程での排出削減対策、全連続炉の導入の推進等による廃
棄物・下水汚泥等の焼却施設における燃焼の高度化等を進めてきた。 
一酸化二窒素の2002年度排出量（3,500万t-CO2）は、1990年度と比較して1
1.9％削減している。化学繊維原料であるアジピン酸の製造を行っている事業
場において、製造工程に分解装置を導入したことが大きく寄与している。 
 
○アジピン酸製造過程における一酸化二窒素分解装置の設置 
 
アジピン酸の製造時の副生物として排出される一酸化二窒素を、分解装置
を導入して回収・破壊する。 
 
○下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化 
 
下水汚泥の焼却施設における燃焼の高度化により、焼却に伴う一酸化二窒
素の排出を削減する。このため、下水汚泥の燃焼の高度化について基準化し、
実施の徹底を図る。 
 
○一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等 
 
地球温暖化対策に資する施設整備等の事業の支援やごみ処理の広域化によ
る全連続炉の焼却施設設置の推進により、一般廃棄物の焼却施設における燃
焼の高度化を進めるとともに、廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標や、
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循環法に基づく循環計画に定める目標の達成に向け、廃棄物の発生抑制、再
使用、再生利用を推進し、廃棄物焼却に伴う一酸化二窒素の排出削減を進め
る。 
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④代替フロン等３ガス 
 
 代替フロン等３ガスは、温室効果ガス排出量全体に占める割合は約2.1％（2
002年度二酸化炭素換算）である。モントリオール議定書に基づき生産・消費
の削減が進められているオゾン層破壊物質（ＣＦＣ、ＨＣＦＣは京都議定書の
対象外だが、強力な温室効果を持つガスでもある。）からの代替が進むことに
よりHFCの排出量が増加することが予想されること等いくつかの排出量の増加
要因もあることから、その増加を抑制する。 
 
○産業界の計画的な取組の推進 
  
1998年２月の「産業界によるＨＦＣ等の排出抑制対策に係る指針」（通商産
業省告示）を受けて、現在までに８分野22団体による行動計画を策定済みであ
る。今後とも引き続き、産業構造審議会において、産業界の行動計画の進捗状
況のフォローアップを行うとともに、行動計画の透明性・信頼性の向上及び目
標達成の確実性の向上を図る。 
また、事業者の排出抑制取組を支援する措置を講ずるとともに、行動計画の
未策定業種に対し、策定・公表を促す。 
 
 
○代替物質等の開発等及び代替製品の利用の促進 
 
代替フロン等３ガスの新規代替物質、代替フロン等３ガスを使用しない技術
及び回収・破壊技術・製品の利用促進を図る。 
このため、新規代替物質、代替技術の研究開発を行う。 
また、安全性、経済性、エネルギー効率等を勘案しつつ、代替物質を使用し
た技術・製品や、代替フロン等３ガスを使用している製品のうち地球温暖化へ
の影響がより小さいものに関する情報提供及び普及啓発を行う。 
特に、建築物・住宅の省エネ性能の向上対策に伴い、断熱材の使用が増加す
ることが見込まれる上、2004年初めから、従来、発泡剤として使用されてきた
主要なＨＣＦＣ(ＨＣＦＣ141ｂ)の製造及び輸入が制限されたところであり、
多くはＨＦＣに移行することとなるため、断熱材の発泡剤として使用されるＨ
ＦＣの大気中への排出量の増加が見込まれ、これを抑制するため発泡・断熱材
のノンフロン化を一層促進するための施策を講じる。 
また、マグネシウム溶解時に排出されるＳＦ６や、ＨＦＣを使用したエアゾ
ール製品の使用に伴い排出するＨＦＣの増加が見込まれることから、これらの
分野における代替物質・代替技術の開発を促進し、その普及啓発を行う。 
 
 
○法律に基づく冷媒として機器に充填されたＨＦＣの回収等 
  
特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律97号。家電リサイクル法）、特定
製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成13年法
律64号。フロン回収破壊法）、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成
14年法律87号。自動車リサイクル法）等の法律を適切に運用することにより、
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冷媒分野でのＨＦＣの回収・破壊の徹底を図る。 
  また、これらの機器のうち、特に業務用冷凍空調機器については、使用冷
媒についてＨＣＦＣからＨＦＣへの代替が進行している上、廃棄時のフロン
回収率が低い水準にとどまっていることから、今後ＨＦＣの排出が急増する
ことが見込まれるため、業務用冷凍空調機器からのフロン回収に関する制度
面の抜本的見直しを含めた回収率向上対策を講じる。 
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（２）温室効果ガス吸収源対策・施策  
 
①森林吸収源対策 
 
森林・林業基本法（昭和39年法律161号。）に基づき2001年10月に閣議決定
された森林・林業基本計画に示された森林の有する多面的機能の発揮に関す
る目標と林産物の供給及び利用に関する目標どおりに計画が達成された場合、
京都議定書第３条３及び４の対象森林全体で、森林経営による獲得吸収量の
上限値(4,767万t-CO2、基準年総排出量比約3.9％)程度の吸収量を確保するこ
とが可能と推計される。 
 
森林吸収量については森林・林業基本計画に基づく推計であり、今後、算
定方法等について精査、検討が必要である。また、現状程度の水準で森林整
備、木材供給、利用等が推移した場合について推計すると、確保できる吸収
量は基準年総排出量比3.9％を大幅に下回ると見込まれる。 
 
森林経営による獲得吸収量の上限値を確保するためには、森林整備等を一
層推進することが重要である。したがって、このための措置が課題となって
おり、横断的施策の検討も含め、政府一体となった取組及び地方公共団体、
森林所有者、林業・木材産業の事業者、国民等各主体の協力と多大な努力が
必要である。 
 
このため、横断的施策の検討状況も踏まえつつ、以下に示す施策を通じ、
森林・林業基本計画の目標達成に必要な森林整備、木材供給、木材の有効利
用等を政府一体となって着実かつ総合的に推進するとともに、引き続き、吸
収量の報告・検証体制の整備を図る。 
 
○ 健全な森林の整備 

ア 団地的な取組の強化や間伐材の利用促進等による効率的かつ効果
的な間伐の推進 
イ 長伐期・複層林への誘導 
ウ 造林未済地を解消するための対策 
エ 森林整備の基幹的な担い手の確保・育成 

 
○ 保安林等の適切な管理・保全等の推進 

ア 保安林制度による転用規制や伐採規制の適正な運用及び保安林の
計画的指定並びに保護林制度等による適切な森林保全管理の推進 
イ 山地災害のおそれの高い地区や奥地荒廃森林等における治山事業
の計画的な推進 
ウ 松くい虫をはじめとする森林病害虫や野生鳥獣による被害防止・防
除対策、林野火災予防対策の推進 
エ 自然公園や自然環境保全地域の拡充及び同地域内の保全管理の強
化 

 
○ 国民参加の森林づくり等の推進 
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ア 企業等による森林づくりの参加促進をはじめ、より広範な主体によ
る森林づくり活動の推進 
イ 森林ボランティア等の技術向上や安全体制の整備 
ウ 森林環境教育の推進 
エ 国立公園等における森林を含めた動植物の保護等を行うグリーン
ワーカー事業の推進 

 
○ 木材及び木質バイオマス利用の推進 

持続可能な森林経営の推進に寄与するとともに、化石燃料の使用量を
抑制し二酸化炭素の排出抑制にも資する、再生産可能な木材の積極的な
利用を図るため、 
ア 住宅や公共施設等への地域材利用の推進 
イ 地域材実需に結びつく購買層の拡大を図るための消費者対策の推
進 
ウ 消費者ニーズに対応できる川上から川下まで連携した生産・流通・
加工体制の整備 
エ 低質材・木質バイオマスのエネルギーや製品としての利用の推進 

 
②都市緑化等の推進
 
都市緑化等は、国民にとって、もっとも日常生活に身近な吸収源対策であ
り、その推進は、実際の吸収源対策としての効果はもとより、地球温暖化対
策の趣旨の普及啓発にも大きな効果を発揮するものである。 
また、都市緑化等については、京都議定書第３条第４項の対象である「植
生回復」として、森林経営による獲得吸収量の上限値（4,767万ｔ-CO2、基準
年総排出量比約3.9％）とは別枠で、吸収量を計上することが可能である。 
このため、都市緑化等については、「緑の政策大綱」や市町村が策定する
「緑の基本計画」等、国及び地方公共団体における緑の保全、創出に係る総
合的な計画に基づき、引き続き、都市公園の整備、道路、河川・砂防、港湾
等における緑化、既存の民有緑地の保全、建築物の屋上、壁面等の新たな緑
化空間の創出等を積極的に推進する。
また、この一環として、都市緑化等の意義や効果を国民各界各層に幅広く
普及啓発するとともに、市民、企業、ＮＰＯ等の幅広い主体の参画による都
市緑化や民有緑地の保全、緑化地域制度や立体都市公園制度の活用など、多
様な手法・主体による市街地等の新たな緑の創出の支援等を積極的に推進す
る。 
これらの対策が計画通り実施された場合、第１約束期間において年平均で
対基準年総排出比0.02%（28万t-CO2）程度の吸収量が確保されると推計され
る。 
これらは、都市緑化等における高木の植樹計画に基づく試算であり、今後、
2004年12月に開催された気候変動枠組条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）で
決定した「土地利用、土地利用変化及び林業に関するグッド・プラクティス・
ガイダンス」に即し、算定方法等の精査・検討が必要である。 
また、都市緑化等における吸収量の報告・検証体制の整備を引き続き計画
的に推進する。 
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（３）京都メカニズムに関する対策・施策 
 
○京都メカニズム推進・活用の意義 
 
京都議定書においては、削減約束の達成とともに、地球規模での温暖化防止と途
上国の持続可能な開発の支援のため、国別の約束達成に係る柔軟措置として、他国
における温室効果ガスの排出削減量及び吸収量並びに他国の割当量の一部を利用で
きる京都メカニズム33（ＪＩ、ＣＤＭ及び排出量取引）の活用34が認められている。 
京都議定書の約束を確実かつ費用効果的に達成するためには、京都メカニズムに
ついて、国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ、適切に活用してい
くことが必要である。 
また、今後、途上国等において温室効果ガスの排出量が著しく増加すると見込ま
れる中、我が国が地球規模での温暖化防止に貢献する観点から、京都メカニズムを
推進・活用していくことが重要である。 
 
①京都メカニズムの推進・活用に向けた政府の取組 
 
○約束達成に向けた考え方 
 
京都議定書の約束を達成するため、国内温室効果ガスの排出削減対策及び国内吸
収源対策（以下「国内対策」という。）を基本として、国民各界各層が最大限努力
していくこととなるが、それでもなお京都議定書の約束達成に不足する差分（基準
年総排出量比1.6％）が見込まれる。この差分については、補足性の原則を踏まえつ
つ、京都メカニズムの活用により対応することが必要である。 
京都メカニズムを活用するに際しては、約束達成に不足する差分が最終的に確定
する2013年以降に京都メカニズムの活用に着手するのでは約束達成に必要な量のク
レジットを取得できないおそれが非常に高いこと、また、追加的な温室効果ガスの
排出削減及び吸収に寄与するＣＤＭ及びＪＩ並びに具体的な環境対策と関連付けさ
れた排出量取引の仕組みであるグリーン投資スキーム（ＧＩＳ）（以下「ＣＤＭ／
ＪＩ等」という。）についてはその計画から実施・クレジットの取得までに３～５
年を要するという実態を踏まえて対応を進める必要がある。さらに、国内対策だけ
では約束達成が困難と見込まれている諸外国では既に京都メカニズムの活用に着手
し、自国の約束達成に必要なクレジットの確保に向けて良質なプロジェクトの選定
等を計画的に進めており、こうした諸外国の取組状況にも留意することが重要であ

                                                  
33 共同実施（ＪＩ）は、先進国等における排出削減事業又は吸収源事業によって生じた排出削減量又は吸収量

を当該事業に貢献した他の先進国等の事業参加者が「排出削減単位」として獲得できる仕組みである。クリーン

開発メカニズム（ＣＤＭ）は、途上国における排出削減事業又は吸収源事業によって生じた排出削減量又は吸収

量を当該事業に貢献した先進国等の事業参加者が「認証された排出削減量」として獲得できる仕組みである。排

出量取引は、先進国等において議定書に従って国ごとに発行される「割当量単位」や対象森林における「除去単

位」等の取引を行う仕組みである。排出量取引のうち、割当量単位等の移転に伴う資金を温室効果ガスの排出削

減その他環境対策目的に使用するという条件で行うものをグリーン投資スキーム（ＧＩＳ）という。（「排出削

減単位」、「認証された排出削減量」、「割当量単位」及び「除去単位」を総称し、本計画においては「クレジット」

という。） 
34 京都メカニズムの活用とは、ＣＤＭ、ＪＩ等のプロジェクトから生じるクレジットや先進国等のクレジット

を取得し、これを京都議定書の約束達成のために償却（国別登録簿の償却口座へ移転）すること。 
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る。 
こうしたことから、政府としては、京都議定書の約束達成へ向けて最大限の努力
を行っていくため、2005年度以降、京都メカニズムを本格的に活用するよう努める
とともに、必要な措置を計画的に講じていくものとする。 
 
ア．プロジェクトの形成支援等 
 
ＣＤＭ／ＪＩ等の具体的な排出抑制・削減・吸収プロジェクトが数多く実施され、
将来我が国が取得可能なクレジット量を増加することに重点を置いて取り組んでい
くことが重要である。 
具体的には、京都メカニズムを推進・活用するための基盤の整備、プロジェクト
案件の発掘及び案件形成を支援するための取組を進める。 
 
ａ．基盤の整備 
 
 我が国が京都メカニズムを活用するために必要となる基盤を整備し、また、幅広
い国・地域、事業分野等でＣＤＭ／ＪＩ等の実施を可能とするための取組を進める。 
 
・ ＣＤＭ及びＪＩの事業を行う場合に京都議定書の規定に基づき必要となる我
が国政府としての事業の承認を引き続き行う。また、我が国が、第一約束期間
が始まる2008年から京都メカニズムを活用する資格を得るため、クレジットの
移動等を追跡し記録するための国別登録簿システム、温室効果ガス排出量及び
吸収量の算定のための国内制度を整備し、2006年夏までに条約事務局にこれら
制度等の概要を報告することを目指す。さらに、国際合意等を踏まえ、我が国
の国別登録簿を適切に運用する。 

・ ＣＤＭ／ＪＩ等に関連する国際的ルールを汎用的かつ合理的なものとするた
め、その策定・運用改善に積極的に貢献する。また、政府間協議やセミナー等
の開催、技術協力等を通じ、ホスト国における京都メカニズムに対する理解を
深めるとともに、ホスト国が京都メカニズムの参加資格を満たせるよう、国内
制度等に係る体制整備支援を行う。 

 
ｂ．案件の発掘及び案件形成の支援 
 
ＣＤＭ／ＪＩ等の事業に係る案件の発掘や形成を促進し、また、我が国がそれら
のＣＤＭ／ＪＩ等の事業からクレジットを取得できるよう取組を進める。 
 
・ 我が国の民間事業者等がＣＤＭ／ＪＩの独立組織及び運営組織に係る指定を
受けることができるよう人材育成等の支援を行う。また、ＣＤＭ／ＪＩ等の事
業について、有望なエネルギー・環境技術及び案件の発掘並びに実現可能性の
調査等の充実を図るとともに、その実施を促進する。さらに、ホスト国政府と
の交渉、合意形成に取り組み、クレジットの我が国への移転を図る。 

・ 政府間協議やホスト国の体制整備の支援等を通じて、ホスト国との関係強化や
重点分野の把握を図るとともに、必要に応じホスト国政府等との間で合意の締
結等を行うなど、ホスト国から我が国へのクレジットの移転を円滑に行うため
の条件整備を進める。 
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イ．京都メカニズムの本格活用
 
国内対策に最大限取り組んだとしてもなお1.6％の不足が見込まれているが、我が
国として京都議定書の約束達成へ向けて最大限努力していくため、官民が適切な連
携を図り、様々な手法を効果的に活用しながら、京都メカニズムによるクレジット
を取得していくことが必要である。 
このため、2005年度以降の民間事業者等によるＣＤＭ／ＪＩ等の事業促進のため
の補助事業について、クレジットの円滑な取得が進むよう、官民が協力して着実に
推進する。 
さらに、我が国として京都議定書の約束達成へ向けてクレジットの取得を適切に
進めるため、クレジットの円滑な取得のための具体的な仕組みを第２ステップの可
能な限り早期に検討・構築することが必要であり、2006年度からの実施を目指して、
関係府省で連携して検討し、必要な措置を速やかに講じるものとする。その際、必
要なクレジット量を費用効果的に取得することに配慮する。 
また、京都メカニズムを推進・活用するに際しては、国際的なルールに従いつつ、
被援助国の同意を前提として、ＯＤＡの有効な活用を進める。また、その他の公的
資金についても有効な活用を進める。 
 
ウ．京都メカニズム推進・活用のための体制整備 
 
政府内の関係府省は、京都メカニズム推進・活用に関する対策・施策に対して一
体となって取り組んでいくことが重要であり、関係府省が協力して効率的に取組を
進めるため、政府内及び政府関係機関の体制を整備する。 
 
京都メカニズムの推進・活用のための関係府省間の連携強化と実施する対策・施
策の促進を図るため、ＣＤＭ／ＪＩプロジェクトの政府承認を目的とした現在の「京
都メカニズム活用連絡会」を改組し、京都メカニズムの総合的な推進・活用を目的
として関係府省で構成する『京都メカニズム推進・活用会議（仮称）』を速やかに
設置する。 
同会議において、クレジットの円滑な取得のための仕組みの在り方、関係府省の
役割分担等を速やかに検討し、2006年度以降の施策の具体化を図る。 
関係府省は、それぞれの特に以下の分野について積極的、主体的に取組を進めて
いくものとする。 
（環境省） 

・京都議定書の約束の達成に向けて、地球温暖化対策推進本部副本部長として、政府の京都メカニ

ズム推進・活用全般について主体的に取り組む。 

・プロジェクト形成に向けた民間事業者等の取組の促進、ＣＤＭ／ＪＩ等を通じたホスト国の持続

可能な発展への貢献等の観点から、京都メカニズムの推進・活用について主体的に取り組む。 

（経済産業省） 

・京都議定書の約束の達成に向けて、地球温暖化対策推進本部副本部長として、政府の京都メカニ

ズム推進・活用全般について主体的に取り組む。 

・プロジェクト形成へ向けた民間事業者等の取組の促進、我が国の持つエネルギー・環境技術の国

際的な普及、エネルギー利用制約の緩和等の観点から、京都メカニズム推進・活用について主体

的に取り組む。 

・国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、ＯＤＡを活用した京都メカニズムの
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推進・活用について主体的に取り組む。 

（外務省） 

・国際条約の遵守の観点から、京都議定書の約束の達成に向けて、政府の京都メカニズム推進・活

用全般について主体的に取り組む。 

・我が国が京都メカニズムを推進・活用する上で必要となる外国政府との交渉や合意形成等のとり

まとめ、京都メカニズムに関する外国政府との協力関係の構築、必要な調査の実施、国際機関等

への参加を通じた京都メカニズムの推進・活用について、主体的に取り組む。 

・国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、ＯＤＡを活用した京都メカニズムの

推進・活用について主体的に取り組む。 

（国土交通省） 

・交通分野及び社会資本整備分野における京都メカニズムの推進・活用について主体的に取り組む。

（農林水産省） 

・森林分野における京都メカニズムの推進・活用について主体的に取り組む。 

（財務省） 

・国際開発金融機関の積極的な活動の支援や国際協力銀行の活用など、国際金融の観点から、京都

メカニズム推進・活用について主体的に取り組む。 

・国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、ＯＤＡを活用した京都メカニズムの

推進・活用について主体的に取り組む。 

 
また、独立行政法人や政府系金融機関、在外公館など京都メカニズム推進・活用
のための対策・施策の実施を担う政府関係機関等が連携し、一体となって京都メカ
ニズムの推進・活用に取り組んでいくこととする。 
 
②民間事業者等による京都メカニズムの活用 
 
民間事業者等が、自主行動計画を始めとした自らの目標を達成するために、国内
温室効果ガス排出量を抑制する努力とともに自らの負担において自主的に京都メカ
ニズムを活用することは、優れた技術による地球規模での排出削減や費用対効果の
観点から、積極的に評価することができる。 
こうした民間事業者等による京都メカニズム活用を促進するため、上記①に加え
て、人材の育成、相談対応・情報提供、京都メカニズムの利用のための解説書等の
整備、案件発掘及び案件形成段階での支援、いわゆる炭素基金の組成等に対する出
資制度の有効な活用、クレジット取得を円滑化する措置、クレジットを自主的に償
却する場合の制度基盤の整備等の施策を講じるものとする。 
 
参考：京都メカニズムを活用する際の会計上、税務上の扱い 

民間事業者等が自主的に京都メカニズムを活用する際の会計上、税務上の扱いは、以下のとおり。

①企業会計上の取扱い 

企業会計基準委員会実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」（平成16

年11月30日）に基づき、クレジットの取得時に「無形固定資産」又は「投資その他資産」として計上

し、クレジットを償却した年度に「販売費及び一般管理費」として処理されることとなる。 

②法人税法上の取扱い 

課税所得は、別段の定めがあるものを除き、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ

て計算される」（法人税法第22条第４項）こととされている。クレジットの税務上の取扱いについて

も、原則として、上記会計基準に従って取り扱われることとなる。 
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２．横断的施策 
 
（１）温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度 
  
排出者自らが排出量を算定することにより国民各層にわたる自主的な温暖
化対策への取組の基盤づくりを進めるとともに、排出量情報の公表・可視化
による国民・事業者全般の自主的取組の促進へのインセンティブ・気運を高
める視点から、温室効果ガスを一定量以上排出する者に排出量を国に報告す
ることを義務付け、国が報告された情報を集計して公表する制度の導入を図
る。その際、公表される排出量情報に対する理解を一層進めるため、排出者
が希望する場合には、公表される排出量情報に関連する情報についても報告
することができるようにする。 
このため、地球温暖化対策推進法等の改正を提案する。 

 
 
（２）事業活動における環境への配慮の促進 
 
事業者が、自主的・積極的に環境に配慮した事業活動に取り組むことを推
進する。 
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の
促進に関する法律（平成16年法律第77号）において、大企業者は、環境報告
書の公表に努めることとされていること等を踏まえて、事業者や国民による
環境情報の利用の促進を図り、環境に配慮した事業活動が社会や市場から高
く評価されるための条件整備等を図る。 
また、温室効果ガス排出量及びその抑制に向けた取組の状況について環境報
告書への記載を促進するとともに、中小事業者についても二酸化炭素排出量を
把握するなどの環境配慮の取組の促進を図る。 
 
 
（３）国民運動の展開 
 
  事業者、国民などの各界各層の理解を促進し、具体的な温暖化防止行動の
実践を確実なものとするため、政府は、経済界、ＮＰＯ、労働界、研究者等
と連携しつつ、知識の普及や国民運動の展開を図る。 
また、全国地球温暖化防止活動推進センター、都道府県地球温暖化防止活
動推進センター、地球温暖化対策地域協議会、地球温暖化防止活動推進員そ
の他地球温暖化防止活動を促す各種団体等の役割を更に強化する。 
 
①情報提供・普及啓発 
 
多様な手法による適切な情報提供を通じて国民の意識に強く働きかける
ことにより、国民一人ひとりの自主的な行動に結びつけていく。その際、最
新の科学的知識の提供による健全な危機感の醸成や、何をすることが、ある
いは何を購入することが温室効果ガスの排出抑制や吸収源対策の促進につ
ながるのかという具体的な行動に関する情報提供・普及啓発に取り組む。 
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○国民に期待される行動内容・目安の提示 
 
 国や自治体においては実行計画、事業者においては自主行動計画等にそれ
ぞれ目標を定め、具体的な取組が進められているところである。国民一人ひ
とりに対しても、具体的にどのようなことにどの程度取り組むことが期待さ
れるのか、という具体的な行動の内容・目安を提示することが、温室効果ガ
ス削減努力を促す上で、効果的であると考えられる。 
 
 この一環として、国民一人ひとりによるライフスタイル・ワークスタイル
の不断の見直しを促す観点から、国民に期待される具体的な行動内容、地域
の気候の特性や世帯人員等を考慮しつつ各世帯に期待される電力・ガス・石
油などのエネルギー消費量等を国民の行動の目安として策定・提示し、その
普及啓発に努める。 
 
また、以下の取組も併せて実施する。 
 
・ 環境物品等に関する情報提供等を通じて、事業者や国民によるグリーン購入の取

組を促進する。 

・ 企業による広報活動など、民から民への情報提供・普及啓発活動を促進する。 

・ 電力会社やガス会社に対して、高効率機器の普及促進やエネルギー使用状況の情

報提供などの省エネルギー促進事業の実施及びその実施状況の公表を求める。 

・ エコドライブの普及を促進する。 

・ 公共交通機関の利用推進に関する交通事業者と経済界等の協働による取組の促

進のための啓発活動を展開する。 

・ 荷主と物流事業者の協働による取組の促進のための啓発活動を展開する。 

・ 環境にやさしい鉄道貨物輸送の認知度を高めるための普及啓発活動を展開する。

・ 吸収源対策としての緑化の重要性を広く普及啓発するため、みどりの週間、都市

緑化月間等における国民的緑化運動の展開、緑の募金や都市緑化基金の活用等によ

る民間の森林づくりや緑化活動の促進など、国民参加型の緑化運動を展開する。 

・ 地域材利用の意義等に関する普及啓発活動を展開する。 

 

②環境教育等 
 
国民が、地球温暖化問題の重要性を認識・理解し、地球温暖化防止のため
の行動が習慣となるよう、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推
進に関する法律（平成15年法律第130号）に基づき、環境保全活動及び環境
教育を推進する。 
具体的には、各主体が連携しながら進める学校、地域、職場等様々な場に
おける環境教育や人材育成、拠点整備等に関する施策を推進する。 
特に、地域の中核となっている学校施設において、断熱材等の導入、地域
材等を用いるなどの地球温暖化対策に資する改修、新エネルギー機器等を導
入して行う体験重視型の環境教育や、インターネット等を活用して家庭にお
ける地球温暖化対策等の支援を推進する。 
   また、地球温暖化防止に係る森林の機能や森林の整備と木材資源の循環的利用
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の必要性、都市緑化の意義等に対する理解を深めるため、森林内や公園緑地等で
の様々な体験活動などを推進する。 

 
 
（４）公的機関の率先的取組の基本的事項 
 
①国の率先的取組 
 
政府は、2002年７月に閣議決定した「政府がその事務及び事業に関し温室効
果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」（以下「政
府の実行計画」という。）を引継ぎ、新たな政府の実行計画を策定することと
する。新たな政府の実行計画には、旧計画に示された取組に加え、以下の内容
を盛り込むこととする。 
なお、政府の実行計画の進捗状況は、毎年「地球温暖化対策推進本部」の幹
事会において点検し、その結果を公表する。 
また、「政府の実行計画」の目標年度である2006年度以降に関しても、2008
年度から2012年度の第一約束期間を念頭に、率先的な取組を実施するための計
画を速やかに策定する。 
さらに、温室効果ガスの排出削減に資する製品をはじめとする環境物品等への需
要の転換を促すため、グリーン購入法に基づき、国は環境物品等の率先的調達を行
う。 
 
○霞が関官庁街における省ＣＯ２化モデル事業の推進 
 
新しい技術・システムの率先的な導入や各省庁間の有機的連携を通じて、
霞が関周辺において「省ＣＯ２型官庁街」の形成を図る。 
具体的には、以下の事項等を進めていく。 
 

・燃料電池の加速的導入 

・太陽光発電、風力発電等の新エネルギー等の一層の導入 

・省ＣＯ２に資するエネルギー源の選択 

・電力負荷平準化に資する蓄熱システムやガス冷房等の導入 

・庁舎敷地における舗装改修時の保水性舗装等の導入 

・施設の適正な運用管理の徹底 

・共用自転車システムの高度化 

・緑化の一層の推進 

 
       
○省庁毎の実施計画の策定 
 
各省庁は、温室効果ガスの排出の削減並びに吸収作用の保全及び強化のため
に自ら実行する措置を定めた「実施計画」を策定する。各省庁が策定する実
施計画は、2006年度を目標年度とするとともに、次の目標を盛り込むことと
する。 
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・全省庁でＥＳＣＯ事業導入のフィージビリティ・スタディを実施し、可能な限り

幅広く導入する。 

・グリーン診断に基づき、省エネ改修を平成18年度末までに重点的に実施する。ま

た、省ＣＯ２に資する適正な施設の運用管理を徹底する。 

・ 庁舎や公務員宿舎に太陽光発電、高効率給湯器、高効率空調機、燃料電池等を

可能な限り幅広く導入する。 

・ 通勤時や業務時の移動において、鉄道・バス等公共交通機関の利用を推進する。

・一般公用車については低公害車比率100％を維持するとともに、一般公用車以外

の公用車についても数値目標を掲げて低公害車化を図る。 

・有料道路を利用する公用車について、ＥＴＣ車載器を設置する。 

・庁舎の使用電力購入に際して、省ＣＯ２化の要素を考慮した購入方式を導入する。

・昼休みの一斉消灯など「省ＣＯ２行動ルール」を策定し、実施する。 

・職員から省ＣＯ２化に資するアイディア（エコ・アイディア）を募集し、効果的

なものを実行に移す。 

・以上の取組等を通じて、平成13年度比７％の削減を達成する。 

       

なお、実施計画中に、策定、評価・点検を行う部局を明確化するとともに、
ＰＤＣＡサイクルを導入する。また、各省庁の担当部局間で省ＣＯ２化の経験
やノウハウ・技術を共有する。国は透明性の確保の観点から、点検結果の公
表に当たっては、総排出量のみならず、取組項目ごとの進捗状況、組織単位
の進捗状況について目標値や過去の実績値等との比較を行うなどの評価を
行い、これを合わせて公表する。 
 
②地方公共団体の実行計画等 
 
 都道府県及び市町村は、地球温暖化対策推進法第21条に基づき、「当該都道
府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の削減並びに吸
収作用の保全及び強化のための措置に関する計画」（以下「地方公共団体の
実行計画」という。）を、策定することが義務付けられている。 
策定に際しては、国が策定するマニュアルを参考にしつつ、「政府の実行計
画」の規定に準じて策定すること、特に以下の点に留意することが期待される。 
 

○目標 

・温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標と達成期限を掲げる。 

○対象範囲 

・地方公共団体においては、庁舎等におけるエネルギー消費のみならず、廃棄物

処理事業、上下水道事業、公営の公共交通機関、公立学校、公立病院等の運営と

いった事業からの排出量が大きな割合を占める場合がある。このため、こうした

事業についても対象とする。 

・特に、庁舎等の使用電力について、省CO2化を図る。 

○評価体制  

・定期的に実施状況の点検を行い、その結果を公表する。 

・点検結果の公表に当たっては、総排出量のみならず、取組項目毎の進捗状況、施設単

位あるいは組織単位の進捗状況について目標値や過去の実績値等との比較を行うなど

の評価を行い、これを合わせて公表する。 
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なお、国は透明性の確保の観点から、地方公共団体の公表した結果について取り
まとめ、一覧性をもって公表するものとする。 
また、地方公共団体はグリーン購入法に基づき、環境物品等の調達の推進
を図るための方針を作成するなどにより、グリーン購入の取組に努めるもの
とする。 
 
③国・地方公共団体以外の公的機関の率先実行の促進 
     
  国、地方公共団体は、独立行政法人等の公的機関に対し、その特性に応じた有効
な地球温暖化対策に関する情報提供を行い、率先した取組を促すとともに、国は、
可能な限りその取組状況について定期的に把握することとする。 
 
 
（５）サマータイムの導入 
 
夏時間（サマータイム）の導入について、国民的議論の展開を図り、合意形
成を図る。 
 
 

（６）ポリシーミックスの活用 

 

効果的かつ効率的に温室効果ガスの排出削減を進めるとともに、我が国全体
の費用負担を公平性に配慮しつつ極力軽減し、環境保全と経済発展といった複
数の政策目的を同時に達成するため、自主的手法、規制的手法、経済的手法、
情報的手法などあらゆる政策手法を総動員し、それらの特徴を活かしつつ、有
機的に組み合わせるというポリシーミックスの考え方を活用する。その最適な
在り方については、本計画の対策・施策の進捗状況を見ながら、総合的に検討
を行う。 

 

 

（６－１）経済的手法 

 

 経済的手法は、市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を
介して各主体の経済合理性に沿った排出抑制等の行動を誘導するものであり、
地球温暖化対策の経済的支援策としての有効性も期待されている。その活用に
際しては、ポリシーミックスの考え方に沿って、効果の最大化を図りつつ、国
民負担や行財政コストを極力小さくすることが重要であり、財政的支援に当た
っては、費用対効果に配慮しつつ、予算の効率的な活用等に努める。 
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（６－２）環境税 

 

二酸化炭素の排出量又は化石燃料の消費量に応じて課税するものとして関係
審議会等において論議されている環境税は、経済的手法の一つであり、価格イ
ンセンティブを通じ幅広い主体に対して対策を促す効果や、二酸化炭素の排出
削減対策、森林吸収源対策などを実施するための財源としての役割等を狙いと
するものとして関係審議会等において様々な観点から検討が行われている。 
環境税については、国民に広く負担を求めることになるため、関係審議会を
始め各方面における地球温暖化対策に係る様々な政策的手法の検討に留意しつ
つ、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産
業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国
民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を
進めていくべき課題である。 
 
 
（６－３）国内排出量取引制度 
 
費用効率的な削減と取引等に係る知見・経験の蓄積を図るため、自ら定めた
削減目標を達成しようとする企業に対して、経済的なインセンティブを与える
とともに、排出枠の取引を活用する自主参加型の国内排出量取引を実施する。 
国内排出量取引制度については、他の手法との比較やその効果、産業活動や
国民経済に与える影響等の幅広い論点について、総合的に検討していくべき課
題である。 
 
＊ 国内排出量取引制度とは、排出枠の交付総量を設定した上で、排出枠を個々
の主体に配分するとともに、他の主体との排出枠の取引や京都メカニズムの
クレジットの活用を認めること等を内容とするもの。 
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３．基盤的施策 
 
（１）気候変動枠組条約及び京都議定書に基づく温室効果ガス排出量・吸収量

の算定のための国内体制の整備 
 
京都議定書は、第１約束期間の１年前までに温室効果ガスの排出量及び吸
収量算定のための国内制度を整備することを義務としていることから、議定
書の第一回締約国会議で決定される予定のガイドラインに則して、速やかに
排出量・吸収量算定のための国内体制を整備する。 
 
具体的には、環境省を中心とした関係各省が協力して、定められた期限ま
での温室効果ガスの排出・吸収目録の迅速な提出、データの品質管理、目録
の検討・承認プロセス、京都議定書に基づき派遣される専門家検討チームの
審査への対応等に関する体制を整える。 
 
また、排出量の算定に当たっては、部門別の排出実態をより正確に把握す
るとともに、各主体による対策の実施状況の評価手法を精査するため、活動
量として用いる統計の整備や、エネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単
位の算定、温室効果ガスの計測方法などに係る調査・研究を進めるとともに、
それらの成果に基づく規格化（JISの整備）を推進し、温室効果ガス排出量・
吸収量の算定の更なる精緻化を図る。 
一方、吸収源による吸収（排出の場合もある）量の測定・監視・報告に当
たっては、ＣＯＰ10で決定した「土地利用、土地利用変化及び林業に関する
グッド・プラクティス・ガイダンス」に即し、透明かつ科学的検証可能性の
高い手法を確立するとともに、継続的な測定・監視・報告を行うため、活動
量及び土地利用変化に係る情報の整備や、森林等における温室効果ガスの吸
収・排出メカニズムに関する調査・研究を推進する。 
 
 

（２）地球温暖化対策技術開発の推進 

  
技術開発は、その普及を通じて、環境と経済の両立を図りつつ、将来にわ
たり大きな温室効果ガス削減効果が期待できる取組である。総合科学技術会議
における「地球温暖化対策技術研究開発の推進について」（2003年４月21日
決定・意見具申）や地球温暖化研究イニシャティブなどを踏まえ、関係各府
省が連携し、産学官で協力しながら総合的な推進を図る。 
 
 ○実用化・事業化の推進 
 
技術開発によって更なる効率化や低コスト化、小型化等を実現すること
により、新エネルギーや高効率機器の導入・普及等の二酸化炭素排出削減
対策を促進する可能性があるが、技術開発の成果を第１約束期間内におけ
る温室効果ガスの削減につなげるためには、如何に短期間に実用化、事業
化に結びつけるかが重要な要素となる。 
このため、産学官の連携により、 
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・ 研究開発の成果を事業に結びつけるロードマップの明確化・共有化 
・ 実用化を促進する技術の開発・実証 
・ 事業化に向けた先駆的な取組への支援 
を強力に推進する。その際には、開発成果を市場に普及するための施策等
との連動を図る。 

  
 ○分野横断的取組の推進 
 

ハイブリッド自動車を支える電池技術に見られるように、ある分野の要
素技術の他の分野への転用や業種を超えた共同作業によって革新的で有
望な地球温暖化対策技術が実用化されている。このような成功事例を一つ
でも多く生み出していくためにも、分野横断的な産学官の連携による取組
を強力に推進する。  

 
 ○中長期的視点からの技術開発の推進 
 
地球温暖化対策技術については、技術開発の成果が現れるまでの期間が長く
ても、持続的な効果が期待できる場合には、早い段階から中長期的な視野に立
って、十分な支援を行う。 
例えば、経済の成長や生活の質の向上に伴って、エネルギー需要が増大し、
ひいては二酸化炭素排出量が増大するという連鎖を、エネルギー需給構造等の
変革によって断ち切っていかなければならず、そのため、飛躍的な省エネルギ
ー技術、膨大な未利用エネルギーを活用する技術、化石燃料の使用により排
出される二酸化炭素を回収し大気中への二酸化炭素の排出を低減させる
二酸化炭素回収・貯留・隔離技術等を早い段階から支援していく。 
また、地域・都市構造の変革や経済社会システムの変革を促し、中長期的な
地球温暖化対策の基盤を形成するための技術、各種対策を部門横断的に下支え
する技術についても、重点的に推進していく。 
加えて、我が国が強みを有する分野の人材を継続的に育成する観点も含め、
大学の自主的な取組を尊重しつつ、大学における地球温暖化対策に資する基
礎研究を推進する。 
この他、代替フロン等３ガスの代替物質開発等の排出抑制技術、農林水
産分野の温室効果ガス排出抑制技術等の様々な分野での対策技術についても、
きめ細かく推進していく。 

 
 
（３）気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化 
 
地球温暖化に係る研究については、総合科学技術会議における地球温暖化
研究イニシャティブなどを踏まえ、気候変動メカニズムの解明、地球温暖化
の現状把握と予測、地球温暖化が環境、社会・経済に与える影響の評価、温
室効果ガスの削減及び地球温暖化への適応策等の研究を、国際協力を図りつ
つ、戦略的・集中的に推進する。  
 
地球温暖化に係る観測・監視については、第３回地球観測サミット（2005
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年2月、ブリュッセル）において承認された地球観測に関する「10年実施計画」
及び総合科学技術会議の「地球観測の推進戦略」（2004年12月27日決定・意
見具申）等を踏まえ、温室効果ガス、気候変動及びその影響等を把握するた
めの総合的な観測・監視体制を強化する。 
 
特に、我が国においては、アジア・オセアニア域を中心とする大気・陸域・
海洋の温室効果ガス観測、陸域・海洋の炭素循環と生態系の観測、雪氷圏・
沿岸域等の気候変動に脆弱な地域での温暖化影響の観測、観測データと社会
経済データの統合等を行う。 
 
 
（４）地球温暖化対策の国際的連携の確保、国際協力の推進 
 
我が国のみならず、世界全体が一致協力して、長期にわたって温室効果ガ
スの排出削減に取り組むことが地球温暖化対策には不可欠である。京都議定
書は、その重要な第一歩であり、世界全体で着実に実施していく必要がある。 
そのため、我が国としては、議定書の未締約国に対して引き続き締結を働
きかけていく。同時に、我が国の有する優れた技術力と環境保全の蓄積され
た経験を活用して、開発途上国に対して、京都イニシアティブ

*35

の実施、森
林の保全・回復、各種会合・セミナーの開催等により、環境上適正な技術や
ノウハウの移転等幅広い国際協力を行っていくとともに、開発途上国に対す
る社会上、環境上及び経済上の悪影響を最小限にする方法で京都議定書の約
束を履行するよう努め、世界の取組の先導的役割を果たしていく。 
 
また、気候変動枠組条約の究極的な目標を達成するためには、京都議定書
の約束を締約国が確実に達成していくことは勿論だが、その後も早期に世界
全体の温室効果ガスの排出量を増加傾向から減少基調に転換し、更には現在
のレベルの半分以下に減少させ、その状態を維持していく必要があるとされ
ている。 
 
そのため、京都議定書の第一約束期間の終了する、2013年以降について、
衡平で実効ある枠組み（いわゆる次期約束）を成立させること、次期約束に
おいては、気候変動枠組条約における共通だが差異ある責任及び各国の能力
に従い気候系を保護すべきという原則を踏まえつつ、米国や開発途上国を含
む全ての国が参加する共通のルールを構築していくことが重要である。 
 
次期約束については、京都議定書の第３条９において、本年から検討を開
始することが規定されており、我が国は将来枠組みの検討に関し、関係国間
対話を促進すべく国際会議を開催する等、リーダーシップを発揮していく。 
なお、島嶼国や後発開発途上国のように地球温暖化に対する対応能力が低
く脆弱な国々に対しては、適切な適応対策等への支援を引き続き行う。 

                                                  
*35 気候変動枠組条約第３回締約国会議（1997 年 12 月）において発表した我が国の温暖化対策途上国支援策。（１）人材育成への協力（1998
年度から５年間で3,000人）、（２）優遇条件による円借款、（３）我が国の技術・経験の活用・移転の３つの柱からなる。 
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第３節  特に地方公共団体に期待される事項 
 

地球温暖化対策の推進のためには、地域の環境行政の担い手である地方公
共団体のイニシアティブの発揮が重要である。地域から発想して、地域の実
情に最もあった取組を地方公共団体が推進していくことが期待される。 

 
 
１．総合的・計画的な施策の実施 
 
地方公共団体は、地球温暖化対策推進法第20条に基づき、京都議定書目標
達成計画における地球温暖化対策に関する基本的考え方を勘案して、その区
域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策（地域推進計画）を
策定し、実施することが期待される。 
 具体的には、各地で創意工夫を凝らし、温室効果ガスの排出削減に資する
都市等地域整備、社会資本の整備、地域資源を活かした新エネルギー等の導
入、木材資源の積極的利用等の推進、森林の保全及び整備並びに木材・木質
バイオマス利用、緑化運動の推進等を盛り込んで他の地域の模範となるよう
な先進的モデル地域づくり（地球温暖化対策先進モデル地域）が各地の創意
工夫で進められ、それが他の地域に波及することが期待される。その際、構
造改革特区制度や地域再生計画制度の活用も視野に入れて取り組むことも期
待される。 
また、事業者や住民に身近な公的セクターとして、地域住民への教育・普
及啓発、民間団体の活動の支援といった地域に密着した施策を進めることが
期待される。 
  なお、地方公共団体が施策を講ずるに当たっては、各地方公共団体の自主
性の尊重を基本としつつ、本計画の国の施策との連携も図り、事業者の全国
規模での効果的なエネルギー効率の向上等に配慮しながら、全国規模での温
室効果ガスの排出の削減に貢献することが期待される。 
 
２．特に都道府県に期待される事項 
特に、都道府県は、地域のより広域的な公的セクターとして、主として、交
通流対策やその区域の業務ビルや事業者の取組の促進といった、広域的で規
模の大きな地域の地球温暖化対策を進めるとともに、都道府県地球温暖化防
止活動推進センター、地球温暖化対策地域協議会及び地球温暖化防止活動推
進員と協力・協働しつつ、実行計画の策定を含め市町村の取組の支援を行う
ことが期待される。 
 また、地域ブロックごとに置かれる「地域エネルギー・温暖化対策推進会
議」（第４章第３節参照）を活用して、地方公共団体を中心とした地域の各
主体の地球温暖化防止に関する取組をバックアップする。 
 
 
３．特に市町村に期待される事項 
特に、市町村は、その区域の事業者や住民との地域における最も身近な公的セクタ
ーとして、地域の自然的社会的条件を分析し、主として、地域住民への教育・普及
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啓発、民間団体の活動の支援、地域資源を活かした新エネルギー等の導入のための
調査・導入事業といった、より地域に密着した、地域の特性に応じて最も効果的な
施策を、国や都道府県、地域の事業者等と連携して進めることが期待される。 
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第４節 特に排出量の多い事業者に期待される事項 
 
 温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者にあっては、温室効果ガスの
種別、発生源及び排出抑制対策の態様も多様であることを踏まえて効果的な
対策を推進するため、単独に又は共同して、排出抑制等のための措置に関す
る定量的な目標を含む計画を策定することが期待される。 
 
計画の内容については、事業者の自主性に委ねられるものの、創意工夫を
凝らした最善の努力を目指したものとするため、次の諸点に留意することが
期待される。 
 
○ 具体的な努力の対象として、エネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単位の

改善を進めることを通じて排出量の抑制を行うとともに、実績の分析を行うこ

と。 

○ 業種ごとの特性を踏まえながら原単位の国際比較を行うこと。 

○ 温室効果ガスの排出の少ない製品の開発、廃棄物の減量化等、他の主体の温室

効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置についても可能な範囲で計画

に盛り込むとともに、業務その他・家庭・運輸部門など他部門の排出抑制に寄

与する効果について、定量的な評価を行うこと。 

○ 計画を策定した事業者は、当該計画を公表するとともに、当該計画に基づき講

じた措置の実施状況についても公表するよう努めること。 

○ 政府の関係審議会や第三者機関による客観的な評価を受けるなどして、計画の

透明性、信頼性が向上するよう努めることとし、そうした評価を踏まえ、計画

遂行の蓋然性向上に向けて取り組むよう努めること 
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第４章 地球温暖化対策を持続的に推進するために 

 

第１節 排出量・吸収量と個々の対策の評価方法 

 

１．基本的考え方 

 
本計画の実効性を確保し、京都議定書の６％削減約束を確実に達成してい
くためには、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標の達成状況、個別の対
策・施策の進捗状況について、各種データの整備・収集を図りつつ、適正に
透明性をもって事後評価し、柔軟に対策・施策の見直しまたは追加を行うこ
とが不可欠である。 
 
また、個別の対策・施策が効果をあげるためには、政府の施策だけでなく、そ

の対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取組

を促していく観点から、本計画に掲げた対策毎に関連する各主体の取組の状況に

ついて事後評価していくことが必要である。 

 

このため、地球温暖化対策推進本部は、毎年、個々の対策について政府が講じ

た施策の進捗状況等を、対策毎に設定する対策評価指標も参考にしつつ点検する

ことにより、必要に応じ施策の強化を図る。 

 

また、2007 年度に、本計画の定量的な評価・見直しを行い、第１約束期間にお

いて必要な対策・施策を2008年度から講じるものとする。 

  毎年の点検、2007年度の定量的な評価・見直しに際しては、「地球温暖化問題へ

の国内対策に関する関係審議会合同会議」において委員の意見を聴取する。 

  なお、社会経済システムの変革につながる対策・施策等、現時点で対策評価指

標等の評価方法に必ずしも十分に確立していない分野については、適切な評価方

法を早期に確立する。 

 

 

２．定量的評価・見直し方法の概略 
 
（１） 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標に関する評価方法 
 
1) 温室効果ガス排出量の目標に関する評価方法 
 
温室効果ガスの排出量は、原則、世帯数や床面積などの「活動量」と、「活
動量あたりの温室効果ガス排出量」の積として要因分解される。 
2007年度の本計画の評価においては、排出量・吸収量見通しを、活動量と活
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動量あたりの温室効果ガス排出量の要因に分解して評価することとする。 
 
この評価結果に基づき、京都議定書の６％削減約束を確実に達成するため、
必要に応じて、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標、個々の対策、当該
対策についての対策評価指標、排出削減見込み量、各主体の役割及び対策を
推進するための施策等を総合的に見直すものとする。 
 

ｉ）エネルギー起源二酸化炭素の排出量見通し 
エネルギー起源二酸化炭素の排出量見通しは、 
①鉱工業生産指数、世帯数、床面積、輸送量等の「活動量」、 
②自動車の燃費性能等の「単位活動量あたりのエネルギー消費量」、 
③ガソリン、石炭、電力等の「エネルギー種類ごとの単位エネルギー消費
当たりの二酸化炭素排出量」 

という３つの要因に分解される。排出量見通しの評価にあたっては、こうし
た点を踏まえ、本計画策定時から2007年度の評価・見直し時点にいたる我が
国の経済情勢の推移やその影響、対策効果の積算の前提として用いた各種指
標の実績値の推移、需要側・供給側における各対策の進捗状況や効果等を勘
案し、総合的に行うものとする。 
  

ii)代替フロン等３ガスの排出量見通し 
代替フロン等３ガスは、オゾン層破壊物質の転換先であり、また、多種多
様な産業・家庭・業務その他・運輸分野で幅広く使用されているところ、そ
の排出量見通しの評価については、活動量の推計に加え、オゾン層保護対策
の進捗状況、産業界の自主行動計画に基づく排出量実績や動向、代替物質や
代替技術の開発状況、用途別の原単位や回収率等の改善効果を踏まえて行う
ものとする。 
 
iii)非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の排出量見通し 
工業過程部門については、排出区分ごとに、製品製造量、原料消費量等の
想定に基づいて排出量を推計する。廃棄物部門については、関連施策を踏ま
えて、廃棄物の種類ごとの将来の埋立量、焼却量等を推計し、これに排出係
数を乗じて算定する。 
以上の他、燃料の消費量、家畜飼養頭数、水田面積等を踏まえて、非エネル
ギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素に分けて、将来の排出量を推計
し、排出量見通しを評価する。 
 
2) 吸収源の活用の評価方法 
 
京都議定書において算定の対象となる第１約束期間における吸収量につい
て、評価を行う年までの育成林、天然生林、保安林等の区分ごとの森林面積、
各種森林施業の面積、公共公益施設等における高木植栽面積等のトレンドや、
吸収量に関する最新の科学的知見を基に推計し、評価する。 
 
3) 京都メカニズムの推進・活用に関する評価方法 
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京都メカニズムを推進・活用するための国内・国際面での基盤の整備の状
況やプロジェクトの案件形成の状況、政府口座に移転が予定されている、あ
るいは、移転されている京都メカニズムクレジットの量、政府内及び政府関
係機関の体制整備の状況、民間事業者等による京都メカニズムの活用に向け
た環境整備の状況等により評価を行う。 
 
 
（２） 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策の評価方法 
  
本計画において講ずることとしている温室効果ガスの排出の抑制等に関す
る各種対策については、対策ごとに評価の対象とする指標を定めることとし、
本評価時には、当該指標に基づいて評価することを徹底していくこととする。 
また、個別の対策が効果をあげるためには、政府の施策だけでなく、その
対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取
組を促していく観点から、本計画に掲げた対策ごとに関連する主体の取組の
状況について可能な限り定量的に把握する。 
対策による温室効果ガス排出削減量見込み量（二酸化炭素換算）について
は、本計画策定時点での積算の前提を明らかにすることにより、事後的な検
証を可能としておく。 
対策ごとの評価指標等については、別表１～５のとおり。 
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第２節 国民の努力と技術開発の評価方法 
 

１．国民の努力の評価方法 

 
 ライフスタイルやワークスタイルの変革等の国民一人ひとりの努力は、地
球温暖化対策効果を発現させるための原動力である。 
  国民の努力による排出削減効果については、結果としてエネルギー起源二
酸化炭素の排出削減効果の一部として現れてくるものであり、省エネ機器の
普及等定量的評価が可能なものについては、他の省ＣＯ２対策と同様、適切な
対策評価指標等を活用しつつ推進状況を点検することとする。 
一方、国民運動・普及啓発・教育活動を通じた国民のライフスタイル・ワ
ークスタイルの変革、エコドライブの実践等人間の行動や物の使い方に関す
る取組については、モニタリングの技術的困難性等から独立して効果を評価
することが困難であるため、省ＣＯ２対策の中で一体的にその効果を見ていく
こととするが、取組の継続性・連続性を確保しつつ、ＰＤＣＡサイクルによ
る施策の強化につなげるためにも、アンケート調査、温暖化対策診断、国民
の行動の目安の活用等を通じ、地球温暖化対策の重要性や国民一人ひとりの
取組に関する理解度や実践度等の把握によって、可能な限り関連施策の定量
的な評価を実施する。 

 
 

２．技術開発の評価方法 

 省エネ技術等の環境・エネルギー技術の研究開発の効果は温室効果ガス排
出削減対策の中で、他の施策の効果とともに具現化されるものと考えられる。 
 このため、より適切な施策の評価を実施していく観点から、環境・エネル
ギー技術の研究開発の強化による効果については、独立して定量的に評価す
るのではなく、温室効果ガス排出削減対策の中で一体的にその効果を見てい
くこととするが、引き続き、個々の技術ごとの目標となる指標を明確にし、
それに基づくＰＤＣＡを実施するなど適切なフォローアップを実施する。 
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第３節 推進体制の整備 
 
 各主体が継続的に対策・施策を進め、脱温暖化社会を実現するために、体
系的な推進体制を整備することが重要である。 
 
 政府においては、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとする「地
球温暖化対策推進本部」、各省の局長級の会議である「地球温暖化対策推進
本部幹事会」を中心に、課題に応じて柔軟にワーキンググループを設置し、
関係府省が緊密に連携して取り組むこととする。 
 
 都市における対策に関しては、「地球温暖化対策推進本部」と「都市再生本部」
との連携を図ることとし、都市再生プロジェクトの決定を踏まえ、関係府省のワー
キンググループにおいて、都市再生事業を通じた地球温暖化対策を連携して推進す
る。 
 
地域においては、関係府省が協力して地球温暖化対策の地域における取り
組みをバックアップするため、地方公共団体等と連携しつつ、「地域エネル
ギー・温暖化対策推進会議」を各地域ブロックごとに設置する。 
地域エネルギー・温暖化対策推進会議のメンバーは、国の地方支分部局、
都道府県を中心とする域内の地方公共団体に加え、エネルギー関係者、経済
団体、消費者、都道府県地球温暖化防止活動推進センター、ＮＧＯなどを念
頭に置いて、地域ごとに適正規模で構成する。また、地球温暖化対策地域協
議会、地域バイオマス協議会などとも連携する。 
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おわりに 
 
（地球温暖化問題とは） 
地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる環境問題である。 
地球温暖化の進行を防ぐため、温室効果ガスの濃度を安定化させるという
気候変動枠組条約の究極的な目的を達成するには、世界全体の二酸化炭素の
排出量を早期に少なくとも現在の半分以下にすることが必要とされている。
しかしながら、温室効果ガス、とりわけ二酸化炭素は、経済社会活動や国民生活
の日々の営みから発生するいわば副産物であり、その削減は容易でない。 
  また、我が国一国の取組では足りず、地球規模で温室効果ガスの総量を削
減していく必要がある。 
 
（地球温暖化問題に取り組む我が国の立場） 
こうした課題を踏まえれば、我が国は自ら、持続可能な発展を可能とする
技術革新、社会システム変革、一人ひとりの環境意識の向上に取り組むとと
もに、環境先進国として、国際的な連携に基づく地球温暖化防止に向けた取
組を主導していく必要がある。 
国民生活と産業活動の基盤を海外の自然資源に依存する資源小国でありエ
ネルギー・環境問題を克服するための技術を培ってきた我が国こそ、また、
「もったいない」という言葉に代表される自然と調和した生活文化と歴史を
有する我が国こそ、自然資源を効率的に利用する魅力的な社会像を示し、人
類の安全・安心に向けて誰よりも努力し、成果を示し、世界に寄与すべきで
ある。 
 
（本計画で目指したこと） 
こうした観点から、本計画においては、京都議定書の約束達成という当面
の目標を確実に達成する視点と、長期的、継続的な排出削減に向けて第一約束
期間以降を見据えた視点とを同時に持ち、持続可能な発展を可能とする社会
の実現につながる各種の対策・施策を盛り込むことに努めた。 
また、国ごとの様々な社会条件や歴史・環境の違いなどを乗りこえて一致
協力し、持続可能な世界の構築に向けた取組を前進させていくため、長期的
な視点に立った技術革新と地球規模での普及を進めるとともに、世界のすべ
ての地域において、意識の変革、社会システムの変革、技術の開発・普及・
投資が行われるよう取り組むこととした。 
 
（今を生きる我が世代の責務） 
気候変動の影響は、既に世界各地で顕在化しつつあると考えられており、こ
こ数十年の人類の行動が、地球の将来を左右する。地球温暖化問題の解決が
成功するか否かは、まさに、今を生きるわれわれの決断と行動に委ねられて
いる。 
  
重要なことは、我々自身が、過去の歴史を知り、現状を的確に把握し、将
来を展望することである。現実を知り、将来を見通すことによって、地球環
境を守る価値を見いだし、社会の有り様を変革し、一人ひとりの日々の行動
を変えていくことができる。 
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（国民へのメッセージ） 
おりしも「自然の叡智」をテーマとする愛知万博が開催されている。それ
が世界全体にとっても、長く有益な恵みとなるよう、自然と共生する日本古
来の叡智に鑑み、国民全体で地球を守る努力をしていくこととしたい。 
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

＜面的に利用すること
による効率化（「新エネ
ルギー対策の推進」、
「コージェネレーション・
燃料電池の導入促進
等」、「業務用高効率空
調機の普及」等の一部
を含む）＞

　
事業者：
・需要家ニーズに合致した事業の推進
・高効率機器の導入による効率性の向
上などの推進
・システム効率の向上など技術開発の
推進
・導入システムのエネルギー効率、環境
性等に関する検証の推進

・委員会の設置による推進の枠組み作り
・先導的モデル事業の推進
・導入マニュアルの策定
・環境整備の推進
・低利融資制度、補助制度などによる支援の実施

・都市計画制度を活用した
エネルギーの面的利用の
推進

＜「建築物の省エネ性
能の向上」、「BEMSの
普及」の内数＞

ビルオーナー・テナント等：連携した取組
を推進

・ビルオーナーとテナント等の連携を支援するモデル
事業の実施

・地域協議会を活用した優
良事例の公表、相談窓口
の設置
・中小企業支援制度

別表１「エネルギー起源二酸化炭素に関する対策・施策の一覧」

※個々の対策効果の排出削減量見込みを試算
するに際し、対策評価指標以外の想定した要因
とその計画策定時における見込み

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

エネルギーの面的
な利用の促進

面的に利用することによる効率化（「新エ
ネルギー対策の推進」、「コージェネレー
ション・燃料電池の導入促進等」、「業務
用高効率空調機の普及」等の一部を含
む）

１．省CO2型の地域構造や社会経済システムの形成
　(a)　省CO2型の都市デザイン

地域レベルでのテ
ナントビル等に対
する温暖化対策の
推進

「建築物の省エネ性能の向上」、「BEMS
の普及」の内数

1



排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

公共交通機関の輸送
人員＜約25億人の改
善効果＞

交通事業者：公共交通機関の整備、
サービス・利便性向上
事業者：従業員や顧客等への公共交通
機関の利用促進
国民：公共交通機関の利用

・鉄道新線整備の推進
・都市部における新交通システム等中量軌道システ
ム、LRT整備の推進
・ICカードの導入等情報化の推進、乗り継ぎ改善、
シームレスな公共交通の実現等によるサービス・利
便性向上を通じた公共交通機関の利用促進
・都市圏交通円滑化総合対策事業の実施
・駅前広場等交通結節点の整備の推進
・公共交通機関利用促進に資する社会実験の実施・
支援
・省エネ法に基づく公共交通機関の利用促進
・普及啓発
・バス優先信号制御による公共車両優先システム
（PTPS）等の整備の推進

・公共交通機関の整備
・サービス・利便性向上を
通じた公共交通機関の利
用促進
・普及啓発

約380

・鉄道新線整備等により
改善効果が見込まれる
公共交通機関の輸送人
員のうち一定割合が自家
用乗用車から利用転換
するものと想定して各地
域毎に算定した数値を積
算
・100人以上の従業員を
有する事業所におけるマ
イカー通勤者のうち約1割
が公共交通機関へ利用
転換するものと想定

エコドライブ関連機器
の普及台数＜20万台
＞
　
高度GPS-AVMシステ
ム車両普及率＜16％
＞

製造事業者：エコドライブ関連機器の開
発・販売
運送事業者：エコドライブ関連機器の導
入、エコドライブの実施、タクシープール
の整備、高度ＧＰＳ－ＡＶＭシステムに
よる効率的配車の実施、 省エネ法に基
づく中長期計画の作成及び実施
消費者：エコドライブ関連機器の導入、
エコドライブの実施

・EMSモデル事業に対する支援等によりエコドライブ
の取組みを普及促進
・タクシープールの整備によるアイドリングストップの
実証実験
・高度GPS-AVMシステムの整備の支援
・アイドリングストップ等エコドライブの普及啓発
・省エネ法の自動車運送事業者への適用
・「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組
の促進

・普及啓発
・アイドリングストップ遵守
対策の推進

約130

エコドライブ関連機器導
入による１台あたりの
CO2排出削減効果＜約
15％＞

高度GPS-AVMシステム
による配車距離の削減量
＜約1km＞

１．省CO2型の地域構造や社会経済システムの形成
　(b)　省CO2型の交通システムのデザイン

公共交通機関の
利用促進

環境に配慮した自
動車使用の促進
（エコドライブの普
及促進等による自
動車運送事業等
のグリーン化）

2



排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

アイドリングストップ車
普及台数＜約280万台
＞

製造事業者：アイドリングストップ機能を
有した自動車の車種拡大
販売事業者：アイドリングストップ機能を
有した自動車の積極的な販売

・アイドリングストップ機能を有した自動車購入に対
する支援措置
・自動車用空調システム改善に係る技術開発
・「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組
の促進
・率先導入

・普及啓発
・率先導入

約60
・アイドリングストップ車の
燃費改善効果＜5～10％
程度＞

自転車道の整備

交通事業者：交通需要マネジメント
（TDM）施策の推進、都市圏交通円滑化
総合対策事業の実施
国民：自転車の利用、時差出勤等

・交通需要マネジメント（TDM）施策の推進
・都市圏交通円滑化総合対策事業の実施
・自転車利用環境の整備・支援
・自転車利用の促進に資する社会実験の実施・支援

・交通需要マネジメント
（TDM）施策の推進
・都市圏交通円滑化総合
対策事業の実施
・自転車利用環境の整備
・自転車利用の促進に資
する社会実験の実施

約30

自転車道の整備延長、ト
リップ長5km未満の乗用
車の走行台キロ、自転車
利用への転換率、CO2排
出係数

ETC利用率
＜2006年春までに約
70％まで向上＞

VICS普及率

信号機の集中制御化
＜1995年度から2010年
度まで約4万基の信号
機を集中制御化＞

国民、事業者：ETCの利用、VICSの利
用、車両運行管理システム（MOCS）等
対応車両の導入

・ETCの利用促進施策（各種割引等の実施、二輪車
のETCへの対応）の実施
・VICS（道路交通情報通信システム）の普及促進
・道路交通情報収集・提供の促進
・ドライバーへの情報提供・危険警告等により安全で
快適な走行を支援するシステムの開発
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
・信号機の集中制御化の推進
・中央処理装置の高度化、新信号制御方式
（MODERATO）の導入等交通管制センターの高度化
・リアルタイム信号制御モデルの推進
・交通公害低減システム（EPMS）等の推進
・事業用車両に対する車両運行管理システム
(MOCS）等の整備
・道路交通情報提供事業者の正確かつ適切な道路
交通情報の提供を促進
・交通情報検証システムの的確な運用
・交通規制情報のデータベース化の推進

・道路交通情報収集・提供
の促進
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進

約360

・ETC利用率、料金所別
渋滞量、料金所別通行台
数、ノンストップ効果によ
る速度向上、速度別CO2
排出係数
・VICS普及率、VICSの普
及による速度向上、速度
別CO2排出係数
・集中制御化した信号機1
基当たりのCO2改善量
（2002年基準）
・信号機の整備基数

環境に配慮した自
動車使用の促進
（アイドリングストッ
プ車導入支援）

自動車交通需要
の調整

高度道路交通シス
テム（ＩＴＳ）の推進

3



排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

１ｋｍ当たりの年間路
上工事時間＜2007年
までに約2割削減（2002
年比）＞

占用企業者：集中工事・共同施工の実
施

・共同溝の整備、集中工事・共同施工の実施
・道路工事調整協議会等を開催し、集中工事や共同
施工等の調整の実施

・共同溝の整備、集中工
事・共同施工の実施
・道路工事調整協議会等
を開催し、集中工事や共
同施工等の調整の実施
・道路使用許可の適切な
運用

約50

1km当たりの年間路上工
事時間、非渋滞時－渋滞
時速度差、工事渋滞長、
速度別CO2排出係数

信号機の高度化〈1995
年度から2010年度まで
に約2万基の信号機を
高度化〉

－

・信号機の系統化、感応化等の推進
・交通管制の高度化
・違法駐車抑止システムの整備
・駐車誘導システムの整備
・交通情報板を活用した交通誘導、踏切信号機の整
備によるボトルネック対策の推進

・信号機の設置 約50

・高度化した信号機1基当
たりのCO2改善量（2002
年基準）
・信号機の整備基数

テレワーク人口＜就業
者数の25％、約1,630
万人相当＞

企業、経済界、労働界：テレワーク推進
に向けた普及啓発・調査研究活動等の
実施

・テレワーク・SOHOの促進に向けた情報提供・調査
研究・普及促進活動を実施
・公務員のテレワークの試行・実施

－ 約340
テレワーク人口
＜就業者数の25％、約
1,630万人相当＞

EST取組地域数、EST
モデル事業地域のCO2
削減率

交通事業者：公共交通機関の整備、
サービス・利便性向上、輸送機関の環
境負荷低減
事業者：従業員や顧客等への公共交通
機関の利用促進
地方公共団体：公共交通機関の利用促
進事業、交通基盤整備、違法駐車対
策、バス専用レーンの設定等
利用者：自動車利用の自粛、公共交通
機関・自転車の利用、徒歩の推進

・モデル事業の実施（実施地域の選定、集中的支援
の実施）
・取組に係る目標設定、評価手法等に関する情報提
供
・広報活動

・地域における公共交通
機関の利用促進事業等
・環境負荷低減に資する
交通基盤整備
・環境醸成
・普及啓発

路上工事の縮減

環境的に持続可
能な交通（ＥＳＴ）
の実現

交通安全施設の
整備

「クリーンエネルギー自動車の普及促
進」、「自動車交通需要の調整」、「公共
交通機関の利用促進」等の内数

テレワーク等情報
通信を活用した交
通代替の推進
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

海上輸送量（自動車
での輸送が容易な貨
物（雑貨）量：トン
キロ）の増加＜54億
トンキロ＞

海運事業者：省エネ法に基づく中長期
計画の作成及び実施
荷主：海運事業者と連携し、内航海運を
積極的に利用する

・スーパーエコシップ等新技術の開発・普及促進施策
の推進
・規制の見直しによる海運活性化
・省エネ法の荷主及び海運への適用
・新規船舶・設備の導入への支援
・「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組
の促進
・「流通業務総合効率化促進法」によるモーダルシフ
トの促進

－ 約140
船舶の対トラック比原
単位＜約13％＞

トラックから鉄道コンテ
ナにシフトすることで増
加する鉄道コンテナ輸
送トンキロ数 ＜32億ト
ンキロ＞

鉄道事業者 ：
ＩＴを活用した輸送力の有効活用
大型コンテナ輸送体制の整備による利
用促進
E&S（着発線荷役方式）駅の整備による
輸送効率の向上
省エネ法に基づく中長期計画の作成及
び実施
利用運送事業者：大型コンテナ等の輸
送機材の充実による利用促進
荷主：環境にやさしい鉄道貨物輸送を
積極的に利用する

・山陽線鉄道貨物輸送力増強事業
・「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組
の促進
・輸送力増強に資する新型高性能列車の導入支援
等
・省エネ法の荷主及び鉄道貨物への適用
・「流通業務総合効率化促進法」によるモーダルシフ
トの促進
・環境にやさしい鉄道貨物輸送の認知度向上の推進
（エコ・レールマークの普及、推進等）

・普及啓発 約90
鉄道貨物輸送の対トラッ
ク比原単位＜約8％＞

車両総重量24トン超25
トン以下の車両の保有
台数＜120,800台＞、ト
レーラの保有台数＜
68,800台＞、営自率＜
約1％向上＞、積載効
率＜約1％向上＞

運送事業者：車両の大型化、トレーラー
化、トラック輸送の効率化の推進、省エ
ネ法に基づく中長期計画の作成及び実
施

・車両の大型化、トレーラー化を推進
・車両の大型化に対応した橋梁の補強
・省エネ法の荷主及びトラック事業者等への適用
・「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組
の促進
・「流通業務総合効率化促進法」によるトラック事業
者の輸送の効率化の推進

・普及啓発
・車両の大型化に対応し
た橋梁の補強

約760

25トン車導入に伴う燃料
削減効果＜約9,000L/台
＞
トレーラー導入に伴う燃
料削減効果＜約
24,000L/台＞
営業用貨物自動車の対
自家用貨物自動車比原
単位＜約17％＞

国際貨物の陸上輸送
量（トンキロ）削減＜約
92億トンキロ削減＞

荷主及び物流事業者：生産消費地から
の距離が近い最適港湾の利用

・中枢・中核国際港湾における国際海上コンテナター
ミナルの整備
・多目的国際ターミナルの拠点的整備
・「グリーン物流パートナーシップ会議」を通じた取組
の促進

－ 約270
国際貨物の陸上輸送距
離の短縮

トラック輸送の効
率化

国際貨物の陸上
輸送距離の削減

海運グリーン化総
合対策

鉄道貨物へのモー
ダルシフト

１．省CO2型の地域構造や社会経済システムの形成
　(c)　省CO2型物流体系の形成
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

＜「新エネルギー対策
の推進」の内数＞

事業者：事業活動を通じた新エネル
ギー利用等の促進

・技術開発・実証、導入支援等
・地域における先進的な事業への支援

・地方公共団体による事
業活動を通じた新エネル
ギーの利用の促進

バイオマスタウン数＜
500＞

農林漁業者、事業者等：バイオマス資
源の積極的な活用
地域住民：バイオマス資源の収集・利用
への積極的な協力

・バイオマスタウン構想の推進
・地域のバイオマス利活用の取組に対して、
　・計画策定支援
　・施設整備
　・技術開発
　・情報提供
等

・バイオマスタウン構想の
策定と推進
・地域のバイオマスの生
産、収集・輸送、変換、利
用のシステム構築

約100
（「新エネル
ギー対策」の
一部を含む）

・全国500市町村程度で、
廃棄物系バイオマスの
90％、未利用バイオマス
の40％を利用
・バイオマスプラスチック
を10万トン程度利用

＜「新エネルギー対策
の推進」の内数＞

・事業者等による積極的導入 ・新エネルギーの導入促進施策
・公共施設等における導
入促進

コンビナート等における
複数事業の連携による
省エネ量＜約100万kl
（原油換算）＞

事業者：省エネ設備の導入
事業者の省エネ設備導入やＦＳ調査に対する支援措
置

・普及啓発 約320
主要コンビナートにおい
て重点事業から順次年間
に3、4事業程度実施予定

複数事業者の連
携による省エネル
ギー

分散型新エネル
ギーのネットワー
ク構築

バイオマスの利活
用の推進（バイオ
マスタウンの構
築）

未利用エネルギー
の有効利用

「新エネルギー対策の推進」の内数

「新エネルギー対策の推進」の内数

１．省CO2型の地域構造や社会経済システムの形成
　(d）　新エネルギーの面的導入やエネルギー融通の促進
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

日本経団連及び個別
業種の自主行動計画
の透明性、信頼性、目
標達成の蓋然性を向
上させる観点からの適
切なフォローアップ実
施

日本経団連及び各業界団体：自主行動
計画の着実な実施による、エネルギー
消費原単位の向上等の排出量を抑制
する努力と、その目標達成

関係審議会等においてフォローアップを実施 － 約4,240

・自主行動計画において
業界団体が掲げた目標
達成を見込む
（本対策なしの場合に比
べ、平均で産業活動（IIP）
当たりのエネルギー消費
量5.9％改善）

工場のエネルギー効率
の改善等
・新たに第2種指定工
場になる工場のエネル
ギー消費原単位の改
善
・現行の第2種指定工
場から第1指定工場に
格上げされる工場のエ
ネルギー消費原単位
の改善

事業者：熱と電気の一体管理などエネ
ルギー管理の徹底

省エネルギー法の的確な運用等 － 約170

法改正による対象工場の
変化の推計
（新たに約1,800工場が第
2種指定工場となり、約
1,200工場が現行の第2種
指定工場から第1種指定
工場に格上げ）

２．施設･主体単位の対策・施策
　(a)　産業部門（製造事業者等による取組）

自主行動計画の
着実な実施とフォ
ローアップ

省エネルギー法に
よるエネルギー管
理の徹底（産業）
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

○環境に配慮した自動車使用の促進（エコドライブの普及促進等による自動車運送事業等のグリーン化）（再掲）
○環境に配慮した自動車使用の促進（アイドリングストップ車導入支援）（再掲）
○海運グリーン化総合対策（再掲）
○鉄道貨物へのモーダルシフト（再掲）
○トラック輸送の効率化（再掲）
○国際貨物の陸上輸送距離の削減（再掲）

２．施設･主体単位の対策・施策
　(b)　運輸事業者による取組
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

オフィスビル等のエネ
ルギー効率の改善等
・新たに第2種指定工
場になる工場のエネル
ギー消費原単位の改
善
・現行の第2種指定工
場から第1指定工場に
格上げされる工場のエ
ネルギー消費原単位
の改善

事業者：熱と電気の一体管理などエネ
ルギー管理の徹底

・省エネ法の的確な運用、事業場総点検の実施等 － 約300

・法改正による対象事業
場の変化の推計
（新たに約1,000事業場が
第2種指定工場となり、約
600事業場が現行の第2
種指定工場から第1種指
定工場に格上げ）
・省エネセンターによる事
業場への省エネ診断実
績　等

・新築建築物の省エネ
基準（平成11年基準）
の達成率＜8割（2006
年度）＞

建築主：新築や増改築時における省エ
ネ性能の高い建築物の建築、総合的な
環境性能評価の活用
所有者：修繕や維持保全等を通じた省
エネ性能の向上、総合的な環境性能評
価の活用
設計者：総合的な環境性能評価の実施
や活用、建築主等に対する情報提供
施工者：技術の開発及び活用、総合的
な環境性能評価の活用、建築主等に対
する情報提供
建材・設備製造事業者：技術開発の推
進、建築主等に対する情報提供

・省エネ法に基づく建築主等に対する省エネ措置の
努力義務、一定規模以上の建築物（非住宅）の建
築・大規模修繕時等の省エネ措置の届出義務付け
等
・グリーン庁舎の整備、グリーン診断・改修の推進
・既存官庁施設の適正な運用管理の徹底
・総合的な環境性能評価手法の開発・普及
・日本政策投資銀行の融資、税制等による支援
・先導的技術開発の支援
・設計・施工に係る技術者の育成
・業務ビル等の省エネ化補助
・学校エコ改修の実施
・関係業界の自主的取組の促進

・省エネ法に基づく建築主
等に対する指導・助言、指
示・公表・勧告制度の活用
・総合的な環境性能評価
の活用
・地方公共団体の建築物
における省エネ措置の実
施

約2,550

2005年通常国会に提出
の改正省エネ法等による
効果を見込み、新築・既
存建築物の省エネ性能
の向上がさらに進むと想
定＜省エネ量約560万kl
（原油換算）＞

BEMS・HEMSの普及に
よる省エネ量＜約220
万ｋｌ（原油換算）＞

事業者等による導入
・事業者のHEMSの実証実験及びBEMSの導入に対
する支援措置
・家庭における省エネサービスに係るビジネスモデル
支援　等

・BEMS、HEMSの率先導
入

約1,120

・BEMSとHEMSでは、技
術面や導入対象面で共
通する部分が多いことに
より、対策評価指標及び
排出削減見込量に関して
はBEMSとHEMSを合計し
た省エネ量、排出削減見
込量を掲げている。

建築物の省エネ性
能の向上

２．施設･主体単位の対策・施策
　(c)　オフィス・店舗等の業務施設の省CO2化

省エネルギー法に
よるエネルギー管
理の徹底（民生業
務）

BEMS（ビルエネル
ギーマネジメントシ
ステム）の普及
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

・新築住宅の省エネ基
準（平成11年基準）達
成率＜5割（2008年度）
＞

建築主：新築や増改築時における省エ
ネ性能の高い住宅の建築、総合的な環
境性能評価の活用
所有者：修繕や維持保全等を通じた省
エネ性能の向上、総合的な環境性能評
価の活用
設計者：総合的な環境性能評価の実施
や活用、建築主等に対する情報提供
施工者・住宅供給事業者：技術の開発
及び活用、総合的な環境性能評価の活
用、建築主等に対する情報提供
建材・設備製造事業者：技術開発の推
進、建築主等に対する情報提供

・省エネ法に基づく建築主等に対する省エネ措置の
努力義務、一定規模以上の住宅の建築時等の省エ
ネ措置の届出義務付け等
・住宅性能表示制度の普及推進
・総合的な環境性能評価手法の開発・普及
・公共住宅等の省エネ措置の支援
・公庫融資や証券化ローンの枠組みを活用した省エ
ネ住宅の誘導
・先導的技術開発の支援
・設計・施工に係る技術者の育成
・関係業界の自主的取組の促進

・省エネ法の指示・公表・
勧告制度の活用
・住宅性能表示制度の普
及推進
・総合的な環境性能評価
の活用
・公共住宅等の省エネ措
置の実施
・建築主や設計者等に対
する情報提供

約850

2005年通常国会に提出
の改正省エネ法等による
効果を見込み、新築住宅
の平成11年省エネ基準
適合率がより一層向上す
るとともに、既存住宅の
省エネ性能が向上すると
想定＜省エネ量約300万
kl（原油換算）＞

＜「住宅の省エネ性能
の向上」、「トップラン
ナー基準による機器の
効率向上」の内数＞

住宅製造事業者・工務店、住宅展示場：
住宅に係る省エネ情報の提供
消費者：住宅新築時の積極的な省エネ
化

・省エネ住宅、省エネ資材・設備等の普及促進
・都道府県センターを活用
した省エネ情報の提供

BEMS・HEMSの普及に
よる省エネ量＜約220
万ｋｌ（原油換算）＞

事業者等による導入

・事業者のHEMSの実証実験及びBEMSの導入に対
する支援措置
・家庭における省エネサービスに係るビジネスモデル
支援　等

・BEMS、HEMSの率先導
入

約1,120

・BEMSとHEMSでは、技
術面や導入対象面で共
通する部分が多いことに
より、対策評価指標及び
排出削減見込量に関して
はBEMSとHEMSを合計し
た省エネ量、排出削減見
込量を掲げている。

住宅製造事業者、
消費者等が連携し
た住宅の省ＣＯ２
化のモデル的取組

住宅の省エネ性能
の向上

２．施設･主体単位の対策・施策
　(d）　家庭の省CO2化

HEMS（ホームエネ
ルギーマネジメン
トシステム）の普及

「住宅の省エネ性能の向上」、「トップラン
ナー基準による機器の効率向上」の内
数
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

電気事業者の二酸化
炭素排出原単位改善
率：
（電気事業連合会：環
境行動計画目標）
2010年度における使用
端二酸化炭素排出原
単位を1990年度実績
から20％程度低減＜
0.34kg-CO2／kWh程度
にまで低減＞

（電気事業連合会）
以下の取組等による自主行動計画の目
標値達成に向けた努力
①科学的・合理的な運転管理の実現に
よる原子力設備利用率の向上
②火力発電の熱効率の更なる向上と環
境特性に配慮した火力電源の運用方法
の調整等
③京都メカニズムの活用による京都議
定書上のクレジット（排出削減量）の獲
得

電力分野における二酸化炭素排出原単位の低減の
ため、以下の取組等を行う。
「電気事業における環境行動計画」（電気事業連合
会）の目標値達成状況のフォローアップ。安全の確
保を大前提に、国民の理解を得つつ、官民相協力し
て原子力を推進。老朽石炭火力発電の天然ガス化
転換費用の補助等火力発電の高効率化支援。京都
メカニズムの活用に向けた支援。電力負荷平準化対
策を蓄熱システムの普及促進等により、引き続き推
進。

－ 約1,700

・原子力設備利用率を
85％→87～88％まで向
上
・火力電源の運用調整等
により二酸化炭素排出原
単位を1％程度改善
・京都メカニズムの活用
により二酸化炭素排出原
単位を1％程度改善

新エネルギー導入量＜
1,910万ｋｌ（原油換算）
＞

事業者による事業活動を通じた新エネ
ルギー利用等の促進
製造事業者：新エネルギー設備の効率
向上等の技術開発
消費者：住宅に太陽光発電システム、
太陽熱高度利用システム等の新エネル
ギーを積極的に導入

・導入段階における支援
・技術開発・実証段階における支援
・普及啓発等
・RPS法の円滑な施行等
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
・バイオマスタウンの構築
・分散型新エネルギーのネットワーク構築
・未利用エネルギーの有効利用（新エネルギー関連
分野）
・再生可能エネルギーを集中的に導入するモデル地
域の整備に係る補助
・バイオエタノール燃料の利用設備導入に係る補助
・高効率廃棄物エネルギー利用施設・バイオマス利
用施設等の整備に係る補助
・地方公共団体による新エネルギー技術の率先導入
に係る補助

・新エネルギー導入の総
合的計画策定、実施、評
価の推進
・公共施設等における導
入促進
・新エネルギーの導入支
援
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進

約4,690

太陽光発電118万kl、風
力発電134万kl、廃棄物
発電＋バイオマス発電
586万kl、太陽熱利用90
万kl、廃棄物熱利用186
万kl、バイオマス熱利用
308万kl（輸送用燃料にお
けるバイオマス由来燃料
（50万kl）を含む）、未利用
エネルギー5万kl、黒液・
廃材等483万kl

※これらの内訳は、一応
の目安

天然ガスコージェネの
累積導入量（燃料電池
によるものも含む）＜約
498万kW＞
燃料電池の累積導入
量＜約220万kW＞

製造事業者：天然ガスコージェネ、燃料
電池の技術開発
販売事業者：天然ガスコージェネ・燃料
電池の販売、消費者への情報提供
消費者：燃料電池、天然ガスコージェネ
の積極的導入

・天然ガスコージェネ、燃料電池にかかる研究開発
・天然ガスコジェネ、燃料電池の導入に係る補助制
度
・燃料電池の導入に係る補助（地方公共団体、地域
協議会）
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進

・天然ガスコージェネ・燃
料電池の率先導入等
・導入支援
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進

①天然ガス
コージェネ
約1,140
②燃料電池
約300

天然ガスコージェネの累
積導入量＜約480万kW＞
燃料電池の累積導入量
＜約220万kW＞
・年間運転時間
・発電効率、熱効率

２．施設･主体単位の対策・施策
　(e）　エネルギー供給部門の省CO2化

原子力の推進等
による電力分野に
おける二酸化炭素
排出原単位の低
減

新エネルギー対策
の推進（バイオマ
ス熱利用・太陽光
発電等の利用拡
大）

コージェネレーショ
ン・燃料電池の導
入促進等
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

導入基数（中小企業）
＜約2,000基＞

事業者：省エネ設備の導入 ・事業者の省エネ設備導入に対する支援措置
・導入支援
・普及啓発

約200
高性能工業炉（中小企
業）の省エネ量

導入基数（中小企業）
＜約11,000基＞

事業者：高性能ボイラーの積極的な導
入

・事業者の省エネ設備導入に対する支援措置
・導入支援
・普及啓発

約130
高性能ボイラーの省エネ
量

導入基数＜1基＞ 事業者：次世代コークス炉の設置 ・事業者の省エネ設備導入に対する支援措置 － 約40
次世代コークス炉の省エ
ネ量
＜約10万ｋｌ/基＞

低燃費型建設機械普
及率＜30％程度＞

製造事業者：低燃費型建設機械の販売
事業者及び建設事業者への情報提供
建設事業者：低燃費型建設機械の使用

・低燃費型建設機械の公共工事への活用
・低燃費型建設機械の普及に対する支援措置

・低燃費型建設機械の公
共工事への活用

約20

・建設機械からの全排出
量＜1,111万ｔ-CO2/年＞
・全排出量に対する施策
対象となる建設機械から
の排出割合＜60％（バッ
クホウ、トラクタショベル、
ブルドーザ）＞
・施策対象となる建設機
械の二酸化炭素排出量
の削減率＜10％＞
・普及効果（推定）＜30％
＞

次世代コークス炉
の導入促進

高性能工業炉の
導入促進

高性能ボイラーの
普及

建設施工分野に
おける低燃費型建
設機械の普及

３．機器単位の対策・施策等
　(a）　産業部門
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

目標年度における製造
事業者及び輸入事業
者のトップランナー基
準達成状況（事業者毎
及び省エネ法にて指定
された区分毎による）

製造事業者及び輸入事業者等：燃費の
優れた自動車の開発、生産、販売、輸
入
販売事業者：燃費の優れた自動車の積
極的な販売
消費者：燃費の優れた自動車の導入

・トップランナー基準の設定
・税制上の優遇措置
・政府一般公用車の低公害車化を契機とする低公害
車開発・普及の加速
・自動車の燃費性能に係る評価・公表制度及び車体
表示を通じた消費者への燃費情報の提供等
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
・低利融資制度による低燃費車導入促進
・今後、重量自動車のトップランナー基準を新たに導
入
・今後、2010年度以降の新たなガソリン乗用車のトッ
プランナー基準の策定
・省エネ法改正による自動車運送事業者の低燃費車
導入についての取組みの促進
・次世代も視野に入れた低公害車の開発・実用化の
促進

・普及啓発
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進

約2,100

2010年平均新車理論燃
費
既に燃費基準を策定して
いる自動車につき対策を
講じた場合の平均保有理
論燃費
対策がなかった場合の平
均保有理論燃費
総走行人キロ、トンキロ
注：ガソリン乗用車の燃
費改善効果には、国内製
造事業者による燃費基準
の前倒し達成分を見込ん
でいる

電気自動車、ハイブ
リッド自動車、天然ガス
自動車、メタノール自
動車、ディーゼル代替
LPガス自動車・燃料電
池車の累積導入台数
＜合計233万台＞

製造事業者及び輸入事業者：技術開
発、生産、輸入
販売事業者：クリーンエネルギー自動車
の積極的な販売
消費者：クリーンエネルギー自動車の導
入

・クリーンエネルギー自動車の導入補助
・税制上の優遇措置
・政府一般公用車の低公害車化を契機とする低公害
車開発・普及の加速
・ハイブリッド自動車用高出力二次電池の開発
・燃料電池自動車の世界に先駆けた早期実用化に
向けた技術開発、実証実験等の推進
・次世代も視野に入れた低公害車の開発・実用化の
促進
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
・低利融資制度による低燃費車導入促進
・省エネ法改正による自動車運送事業者の低燃費車
導入についての取組みの促進

・導入支援
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進
・普及啓発

約300

・ハイブリッド自動車、
ディーゼル代替LPガス自
動車、天然ガス自動車、
電気自動車の累積導入
台数＜233万台＞
・クリーンエネルギー自動
車の種別ごとの省エネ率

クリーンエネル
ギー自動車の普
及促進

トップランナー基準
による自動車の燃
費改善

３．機器単位の対策・施策等
　(b）　運輸部門
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

大型トラックの速度抑
制装置装着台数
＜約80万台＞

事業者：大型貨物自動車への速度抑制
装置の装着

・道路運送車両法に基づく大型トラックに対する速度
抑制装置の装備の義務付け － 約80

高速道路での最高速度
抑制による燃料消費量の
削減＜約13％＞

直噴リーンバーンによ
る燃費改善率
＜ガソリン車：10％程
度＞
触媒被毒除去のため
のパージ頻度減少によ
る燃費改善率
＜ディーゼル車：4％程
度＞

石油精製・元売り事業者：サルファーフ
リー燃料の供給
自動車製造事業者等：サルファーフリー
燃料対応車の開発
自動車販売事業者：サルファーフリー燃
料対応自動車の積極的な販売
消費者：サルファーフリー燃料対応車の
導入、サルファーフリー燃料の購入

・サルファーフリー燃料の生産に伴う製油所設備等
の省エネ化に係る補助
・サルファーフリー燃料の供給に係る補助

・サルファーフリー燃料に
対応した自動車の率先導
入

約120

サルファーフリーに対応
した直噴リーンバーン
車、ディーゼル車の出荷
台数比率＜ガソリン車：
8％、ディーゼル車：
100％＞
ガソリン車・ディーゼル車
エネルギー消費量

エネルギー消費原単位
＜約7％改善＞

鉄道事業者：
・自主行動計画
・省エネ法に基づく中長期計画の作成
及び実施

・新規車両の導入に対する支援
・省エネ法の鉄道事業者への適用 － 約40

省エネ型車両の導入＜
約75％＞

エネルギー消費原単位
＜約15％改善＞

航空事業者：
・自主行動計画
・ 省エネ法に基づく中長期計画の作成
及び実施

・新規機材の導入に対する支援
・航空管制・着陸装置の高度化
・エコエアポートの推進
・省エネ法の航空事業者への適用

－ 約190
2010年度における国内航
空輸送量＜1,019億人キ
ロ＞

○環境に配慮した自動車使用の促進（アイドリングストップ車導入支援）(再掲)

サルファーフリー
燃料の導入及び
対応自動車の導
入

鉄道のエネルギー
消費効率の向上

高速道路での大
型トラックの最高
速度の抑制

航空のエネルギー
消費効率の向上
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

目標年度における製造
事業者及び輸入事業
者のトップランナー基
準達成状況（事業者毎
及び省エネ法にて指定
された区分毎による）

製造事業者及び輸入事業者：エネル
ギー消費効率の優れた機器の開発、生
産、輸入
販売事業者：エネルギー消費効率の優
れた機器の積極的な販売

・トップランナー基準の設定
・機器の追加、基準の見直し
・「省エネ家電普及講座」等の普及啓発の促進
・「省エネ家電普及協力店」の情報提供
・改正省エネ法による小売店の情報提供の仕組み作
り
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進

・省エネラベルを通じた省
エネルギー情報の積極的
な提供等
・普及啓発
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進

約2,900

機器のエネルギー消費
効率等
世帯数（家庭部門）、床面
積（業務部門）
機器の保有率
機器の平均使用年数

電気ポット、食器洗い
機、電球型蛍光灯等の
省エネ機器の導入台
数＜7,800万台＞

家電製造事業者、量販店等：省エネ情
報の提供・省エネ効果の説明（特に電
気ポット、食器洗い機、電球型蛍光灯に
係るもの）
消費者：これら機器の買換え時の省エ
ネ型機器の積極的な選択

・省エネ家電普及講座等の普及啓発の促進
・省エネ家電普及協力店の情報提供

・普及啓発 約560

・累積導入台数：電気ポッ
ト＜1,000万台＞、食器洗
い機＜1,700万台＞、電
球型蛍光灯＜5,100万個
＞、節水シャワーヘッド＜
1,500万個＞、空調用圧
縮機省エネ制御装置＜
14千台＞
・機器の買換えによる省
エネ効果：電気ポット＜
54％＞、食器洗い機＜
56％＞、電球型蛍光灯＜
80％＞、節水シャワー
ヘッド＜20％＞、空調用
圧縮機省エネ制御装置
＜13％＞

省エネ機器の買換
え促進

３．機器単位の対策・施策等
　(c）　業務その他・家庭部門

トップランナー基準
による機器の効率
向上
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

エネルギー供給事業者
による情報提供実績等

・エネルギー供給事業者等：一般消費
者に対するエネルギーの使用の合理化
に資する情報の提供

・改正省エネ法により、エネルギー供給事業者等によ
る一般消費者に対する情報提供を制度化
・省エネラベリング制度、省エネルギー型製品販売事
業者評価制度等を通じた消費者への省エネルギー
情報の積極的な提供等
・エネルギー供給事業者等による省エネルギー事業
に対する支援

・普及啓発 約420
省エネナビの導入による
省エネ効果等＜5～20％
程度＞

＜「トップランナー基準
による機器の効率向
上」、「省エネ機器の買
い換え促進」の内数＞

家電製造事業者等：省エネ情報の提供
量販店・中小小売店：企業内研修、売り
場での省エネ効果の説明
消費者：買換え時の省エネ家電の積極
的な選択

・省エネ製品の普及促進支援
・都道府県センターを活用
した省エネ情報の提供

CO2冷媒ヒートポンプ
給湯器の普及台数＜
約520万台＞
潜熱回収型給湯器の
普及台数＜約280万台
＞

製造事業者等：高効率給湯器の技術開
発、生産、販売
事業者・消費者：高効率給湯器の積極
的な導入

・高効率給湯器の導入に対する支援措置
・二酸化炭素排出量を通常の住宅より大幅に削減す
る住宅の導入に係る補助（再掲）
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進

・普及啓発
・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進

約340

CO2冷媒ヒートポンプ給
湯器の累積普及台数＜
約520万台＞
潜熱回収型給湯器の累
積普及台数＜約280万台
＞
ヒートポンプ給湯器、潜
熱回収型給湯器、及び従
来型給湯器の性能
（COP）
注）高効率給湯器として
は、CO2冷媒ヒートポンプ
給湯器及び潜熱回収型
給湯器の他にガスエンジ
ン給湯器があるが、ガス
エンジン給湯器の導入見
込みについては、コー
ジェネレーションの一部と
して計上。

家電製造事業者、
販売事業者、消費
者等が連携した省
エネ家電普及のモ
デル的取組

「トップランナー基準による機器の効率
向上」、「省エネ機器の買い換え促進」の
内数

エネルギー供給事
業者等による消費
者へのエネルギー
情報の提供

高効率給湯器の
普及
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排出削減見
込量（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

各主体ごとの対策 国の施策
地方公共団体

が実施することが期待さ
れる施策例

具体的な対策

対策効果

対策評価指標
＜2010年度見込み＞

高効率空調機の導入
量＜約12,000台＞

製造事業者等：高効率空調機の開発、
生産、販売
業務施設の建築主：業務用高効率空調
機の積極的な導入

・事業者の高効率空調機の導入に対する支援措置
・業務ビル等の省エネ化に係る補助（地域協議会）
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進

・グリーン購入法に基づく
率先導入の推進
・普及啓発

約60

燃焼式空調機のエネル
ギー消費効率
従来型電気式空調機の
エネルギー消費効率
空調機の年間稼働時間
等

業務用省エネ型冷蔵・
冷凍機の普及台数＜
16,300台＞

製造事業者等：省エネ型冷蔵・冷凍機
の技術開発、生産、販売
業務用省エネ型冷蔵・冷凍機に係る事
業者：省エネ型冷蔵・冷凍機の積極的
な導入

・省エネ型冷蔵・冷凍機の普及
・中小規模業務用施設の省エネ化に係る補助

・普及啓発 約60

・業務用省エネ型冷蔵・
冷凍機の普及台数＜
16,000台＞、冷凍倉庫等
への導入台数＜275台＞
・業務用省エネ型冷蔵・
冷凍機1台当たりの消費
電力削減量＜62千kWh＞
・冷凍倉庫等の1台当たり
の消費電力削減量＜188
千kWh（冷凍能力500Wの
場合）＞

高効率照明の普及率
＜約10％＞

製造事業者、販売者等：技術開発、生
産、販売
事業者・消費者：高効率照明の積極的
導入

・高効率照明の更なる高効率化及び低コスト化を図
る技術開発を支援
・地球温暖化対策地域協議会における導入に対する
支援や、地方公共団体の率先導入の支援

・普及啓発
・率先導入

約340

・LED照明の省エネ量＜
蛍光灯の4／5、白熱電球
の1／5のエネルギー消
費量＞

機器毎の待機時消費
電力削減（1W以下）達
成状況

製造事業者：機器の待機時消費電力の
削減
販売事業者：待機時消費電力の低い機
器の積極的な販売

・普及啓発 ・普及啓発 約150 世帯当たり普及率
待機時消費電力
の削減

高効率照明の普
及
（ＬＥＤ照明）

業務用省エネ型冷
蔵・冷凍機の普及

業務用高効率空
調機の普及
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排出削減見込量
（万ｔ-CO2）

排出削減量の積算時に見込んだ
前提※

混合セメントの
利用拡大

セメント生産量に
占める混合セメン
ト生産量の割合
＜24.8％＞

製造事業者：混合セメントの供給、消費者へ
の情報提供

・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
・グリーン購入
法に基づく率
先導入の推進

約111

2010年度のセメント生産量見通し
＜68,004千ｔ＞、
　・普通セメント＜51,119千ｔ＞
　・混合セメント＜16,885千ｔ＞
　・石灰石1トン当たりのCO2排出量
＜415kg-CO2/t-石灰石＞

＊過去のセメント生産量を基に算
出した推計値

廃棄物の焼却
に由来する二
酸化炭素排出
削減対策の推
進

一般廃棄物（プラ
スチック）の焼却
量＜約4,500千t＞
産業廃棄物（廃プ
ラスチック類）の
焼却量＜約2,000
千t＞
産業廃棄物（廃
油）の焼却量＜約
2,300千t＞

事業者：製造・販売される製品等の耐久性の
向上及び修理体制の充実、廃棄物となった製
品等の自主的な引き取り・引き渡し・再生利用
の推進等
消費者：製品等の購入時及び使用時における
配慮(再生品の使用・製品等の長期間の使用
等)、製品等の処分時における配慮(廃棄物と
なった製品等の事業者への引き渡し・市町村
の行う分別回収への協力等)等

・循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会
形成推進基本計画に定める目標（2003.3～）の達
成に向けた取組
・廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標（2001.5
～）の達成に向けた取組
・市町村が行う廃棄物リサイクル施設整備等の事
業を支援
・個別リサイクル法（容器包装リサイクル法等）に基
づく措置の実施や評価、検討
・市町村の分別収集や有料化に係るガイドラインの
策定
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
等

・廃棄物の発
生抑制、再使
用、再生利用
の推進に向け
た住民の自主
的な活動の促
進や普及啓
発、環境教育
の推進
・グリーン購入
法に基づく率
先導入の推進
等

約550

焼却量1トン当たりのCO2排出量
（kg-CO2/t）
・一般廃棄物（プラスチック）：2,670
・産業廃棄物（廃プラスチック類）：
2,600
・産業廃棄物（廃油）：2,900

別表２「非エネルギー起源二酸化炭素に関する対策・施策の一覧」

具体的な対策
対策評価指標
＜2010年度見込

み＞
各主体ごとの対策 国の施策

地方公共団体
が実施するこ
とが期待され
る施策例

対策効果

※個々の対策効果の排出削減量見込みを試算するに際
し、対策評価指標以外の想定した要因とその計画策定時に
おける見込み
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排出削減
見込量
（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

廃棄物の最終処
分量の削減等

一般廃棄物（食物くず・紙くず・繊
維くず・木くず）の最終処分量＜
約310千t/年＞
産業廃棄物（家畜死体・動植物
性残渣・紙くず・繊維くず・木くず）
の最終処分量＜約120千t/年＞

焼却炉種類別の割合
＜全連続炉：84％、准連続炉：
11％、バッチ炉：5％＞
一般廃棄物焼却量＜約33,300
千ｔ＞

事業者：製造・販売される製品等の耐久
性の向上及び修理体制の充実、廃棄物
となった製品等の自主的な引き取り・引
き渡し・再生利用の推進等
消費者：再生品の使用・製品等の長期間
の使用、製品等の購入時及び使用時に
おける配慮、廃棄物となった製品等の事
業者への引き渡し、市町村の行う分別回
収への協力、製品等の処分時における
配慮等

・循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社
会形成推進基本計画に定める目標（2003.3～）の
達成に向けた取組
・廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標
（2001.5～）の達成に向けた取組
・市町村が行う廃棄物リサイクル施設整備等の事
業を支援
・個別リサイクル法（容器包装リサイクル法等）に
基づく措置の実施や評価、検討
・市町村の分別収集や有料化に係るガイドライン
の策定
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
等

・廃棄物の発生抑
制、再使用、再生利
用の推進に向けた住
民の自主的な活動の
促進や普及啓発、環
境教育の推進
・グリーン購入法に
基づく率先導入の推
進
等

約50

埋立量1トン当たりの
CH4排出量（kg-CH4/t）
・厨芥類：143
・紙類、繊維類：140
・木くず：136

焼却量1トン当たりの
CH4排出量（g-CH4/t）
・全連続炉：7.3
・准連続炉：68
・バッチ炉：73

※個々の対策効果の排出削減量見込みを
試算するに際し、対策評価指標以外の想
定した要因とその計画策定時における見
込み

具体的な対策
対策評価指標

＜2010年度見込み＞

別表３「メタン、一酸化二窒素に関する対策・施策の一覧」

１．メタン

各主体ごとの対策

対策効果

国の施策
地方公共団体

が実施することが期
待される施策例
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排出削減
見込量
（万ｔ-
CO2）

排出削減量の積算時に
見込んだ前提※

具体的な対策
対策評価指標

＜2010年度見込み＞
各主体ごとの対策

対策効果

国の施策
地方公共団体

が実施することが期
待される施策例

アジピン酸製造過
程における一酸化
二窒素分解装置
の設置

導入事業所数＜1事業所＞（国
内でアジピン酸を唯一生産する
事業所）
一酸化二窒素分解装置の稼働
率＜94％＞

製造事業者：一酸化二窒素分解装置の
導入（導入済み） － － 約874

アジピン酸生産量＜12
万t＞、
N2O発生率＜250kg-
N2O/t＞、
N2O分解率＜99.9％＞

下水汚泥焼却施
設における燃焼の
高度化

高分子流動炉の燃焼の高度化
の普及率＜100％＞

地方公共団体：下水道事業の事業主体
として、下水汚泥の燃焼の高度化を実施

・下水汚泥の燃焼の高度化について基準化
・下水汚泥の燃焼の
高度化を実施

約130

高分子流動炉における
焼却量1トン当たりの
N2O排出量（kg-N2O/t）
・通常燃焼：1.508
・高温燃焼：0.645

一般廃棄物焼却
施設における燃焼
の高度化等

焼却炉種類別の割合
＜全連続炉：84％、准連続炉：
11％、バッチ炉：5％＞
一般廃棄物焼却量＜約33,300
千ｔ＞

事業者：製造・販売される製品等の耐久
性の向上及び修理体制の充実、廃棄物
となった製品等の自主的な引き取り・引
き渡し・再生利用の推進等
消費者：再生品の使用・製品等の長期間
の使用、製品等の購入時及び使用時に
おける配慮、廃棄物となった製品等の事
業者への引き渡し、市町村の行う分別回
収への協力、製品等の処分時における
配慮等

・市町村が行う廃棄物リサイクル施設整備等の事
業を支援
・ごみ処理の広域化による全連続炉の焼却施設
設置の推進
・廃棄物の焼却施設に係る構造基準・維持管理基
準の強化・施行（2001.3～）
・循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社
会形成推進基本計画に定める目標（2003.3～）の
達成に向けた取組
・廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標
（2001.5～）の達成に向けた取組

・個別リサイクル法（容器包装リサイクル法等）に
基づく措置の実施や評価、検討
・市町村の分別収集や有料化に係るガイドライン
の策定
・グリーン購入法に基づく率先導入の推進
等

・廃棄物の発生抑
制、再使用、再生利
用の推進に向けた住
民の自主的な活動の
促進や普及啓発、環
境教育の推進
・グリーン購入法に
基づく率先導入の推
進
等

約20

焼却量1トン当たりの
N2O排出量（g-N2O/t）
・全連続炉：52
・准連続炉：53
・バッチ炉：64

２．一酸化二窒素
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排出削減見込
量（万ｔ-CO2）

排出削減量の積算時に見込んだ前
提※

産業界の計画
的な取組の促
進

自主行動計画において各業界団体が掲げた目標・見
通しの達成

自主行動計画策定団体（8
業種22団体）：自主行動計
画の遵守

・産業構造審議会化学・バイオ
部会地球温暖化防止対策小委
員会におけるフォローアップの
実施
・代替フロン等3ガス排出抑制に
資するモデル事業への補助　等

・事業者の取
組の支援

自主行動計画において各業界団体
が掲げた目標・見通しの達成に加
え、さらに補助による上乗せ分
（HFC23の回収量等を増加）として約
100万t-CO2の削減を見込む。

代替物質の開
発等及び代替
製品の利用の
促進

【エアゾール等のノンフロン化】
エアゾール製品のHFC出荷量＜HFC-134a：1,300t、
HFC-152a：1,500t＞
MDI用途のHFC排出量＜405有姿ﾄﾝ＞
【発泡・断熱材のノンフロン化】
発泡剤用途のHFC使用量＜ウレタンフォーム：
7,800t、押出発泡ポリスチレン：1,500t、高発泡ポリエ
チレン：680t、フェノールフォーム：290t＞
【SF6フリーマグネシウム合金技術の開発・普及】
圧延におけるSF6フリー技術の導入率＜70％＞
鋳造における代替ガスの導入率＜40％＞

代替フロン等3ガス製造事業
者：代替物質等の開発
代替フロン等3ガス使用製品
製造事業者：代替製品の開
発、販売、消費者への情報
提供
代替フロン等3ガス使用製品
等使用事業者・消費者：代
替製品の選択
マグネシウム合金製造事業
者：SF6を用いないマグネシ
ウム合金技術の開発・普及
マグネシウム使用事業者
（自動車部品、電子・電気機
器製造事業者等）：SF6を使
わない技術で製造されたマ
グネシウム合金の使用

【発泡・断熱材、エアゾール等共
通】
・代替物質等の技術開発等支
援
・グリーン購入法に基づく率先
導入の推進
・代替製品に係る普及啓発
【SF6フリーマグネシウム合金技
術の開発・普及】
・SF6を保護ガスとして用いない
マグネシウム合金技術の開発
に対する支援
【業務用冷凍空調機器のノンフ
ロン化】
・ノンフロン型省エネ冷凍空調機
器の開発・普及

・代替製品の
調達促進
・代替製品に
係る普及啓発
・グリーン購入
法に基づく率
先導入の推進

【エアゾール等のノンフロン化】
エアゾール製品の2010年BAU排出見
込量：330万t-CO2
MDI用途の2010年BAU排出量：540有
姿ﾄﾝ
【発泡・断熱材のノンフロン化】
発泡剤用途の2010年BAUのHFC使
用見込量（ウレタンフォーム：
14,500t、押出発泡ポリスチレン：
3,550t、高発泡ポリエチレン：1,450t、
フェノールフォーム：900t）
【SF6フリーマグネシウム合金技術の
開発・普及】
マグネシウム溶解量は年率32.0％で
の増加（1996年～2003年のマグネシ
ウム溶解量の伸びから年増加率を算
出）を想定

法律に基づく冷
媒として機器に
充てんされたＨ
ＦＣの回収等

カーエアコンの冷媒の回収率＜80％＞
業務用冷凍空調機器の冷媒の回収率＜2008年度か
らの5年間平均で60％＞
補充用冷媒の回収率＜2008年度からの5年間平均で
30％＞

国民：フロン類の確実な回
収及び破壊への協力

・法律の適切な実施・運用
・普及啓発
・業務用冷凍空調機器のフロン
回収に関する制度面の抜本的
見直しを含めた回収率向上対
策を検討

・法律の適切
な実施・運用
・普及啓発

約1,240

【カーエアコン】
初期冷媒充填量：582ｇ／台、生産台
数：各年の経済成長率で増加を仮定
【業務用冷凍空調機器】
初期冷媒充填量：3kg～420kg／台、
生産台数：各年の経済成長率で増加
を仮定

約4,360

うち、
○産業界の計
画的な取組によ
る排出削減量
のうちHFC23の
回収に係る排出
削減量（上乗せ
分を含む）：
約1,510

○エアゾール等
の代替化対策、
マグネシウムに
係るSF6対策、
発泡・断熱材に
係るノンフロン
化対策による排
出削減量：
約1,390

別表４「代替フロン等３ガスに関する対策・施策の一覧」

具体的な対策
対策評価指標
＜2010年見込み＞

各主体ごとの対策 国の施策

地方公共団体
が実施するこ
とが期待され
る施策例

対策効果

※個々の対策効果の排出削減量見込みを試算するに際し、
対策評価指標以外の想定した要因とその計画策定時にお
ける見込み
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吸収見込量
（万ｔ-CO2）

吸収量の積算時に見込
んだ前提※

森林・林業対
策の推進によ
る温室効果ガ
ス吸収源対策
の推進

（地球温暖化
防止森林吸収
源10カ年対
策）

森林整備量（2012年までの年平
均事業量）
更新＜6万ha＞
下刈＜35万ha＞
間伐＜45万ha＞
複層林への誘導伐＜3万ha＞
里山林等整備＜4万ha＞
森林施業道等整備＜2.79千km＞

木材供給・利用量＜25百万m3＞

約4,767
（森林・林業基
本計画に示さ
れた森林の有
する多面的機
能の発揮に関
する目標と林
産物の供給及
び利用に関す
る目標どおり
に計画が達成
された場合。
但し、現状程
度の森林整備
等で推移した
場合は、目標
を大きく下回る
と見込まれ
る。）

森林・林業基本計画に示
された森林の有する多面
的機能の発揮に関する目
標と林産物の供給及び利
用に関する目標どおりに
計画が達成された場合、
4,767万t-CO2程度の吸
収量を確保することが可
能との推計

・森林の有する多面的機
能の発揮に関する目標
（2010年）
<森林面積>
育成単層林　1,020万ha
育成複層林　  140万ha
天然生林　　 1,350万ha
合計           2,510万ha
（総蓄積）    4,410百万m3
　
・林産物の供給及び利用
に関する目標
<木材供給・利用量>
             25百万m3

別表５「温室効果ガス吸収源対策・施策の一覧」

具体的な対策
対策評価指標

＜2010年度見込み＞
各主体ごとの対策 国の施策

地方公共団体
が実施することが期待さ

れる施策例

対策効果

①森林吸収源対策

※個々の対策効果の吸収量見込みを試算す
るに際し、対策評価指標以外の想定した要因
とその計画策定時における見込み

・森林・林業基本法及び森林・林業基本計画に基づく施策の展開
・2003年から第1約束期間の終了年である2012年までの10年間において、基本計画に基づく森林整備等を計画
的に強力に推進。さらに吸収量の報告検証体制を整備。
（地球温暖化防止森林吸収源10ヵ年対策を展開）
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吸収見込量
（万ｔ-CO2）

吸収量の積算時に見込
んだ前提※

具体的な対策
対策評価指標

＜2010年度見込み＞
各主体ごとの対策 国の施策

地方公共団体
が実施することが期待さ

れる施策例

対策効果

健全な森林の
整備

国、地方公共団体等：森
林・林業基本計画の目標達
成に向けて必要な森林整
備を推進
地方公共団体、林業関係
者、NPO等：管理不十分な
森林の整備を着実かつ効
率的に実施

・必要な間伐の実施、育成複層林施業、長伐期施業等適
切な森林整備の推進
・造林未済地の更新状況の調査等を通じた造林未済地の
解消
・広葉樹林の適切な整備や針広混交林化の推進
・奥地水源林等における未立木地の解消、荒廃した里山
林等の再生
・効果的な路網の組合せ等による低コスト化、自然環境の
保全に配慮した路網の整備
・意欲ある担い手への施業・経営の委託等の推進、公的主
体による整備の推進
・森林整備を担う基幹的な森林・林業の担い手を育成・確
保する取組の推進

保安林等の適
切な管理・保
全

国、地方公共団体等：治山
施設の整備や保安林の保
全対策の適切な実施等

・保安林制度による規制の適正な運用、保安林の計画的
指定、保護林制度等による適切な保全管理やＮＰＯ等と連
携した自然植生の保全・回復対策の推進
・流域の特性に応じた治山施設の整備の推進
・森林病害虫等被害の防止、林野火災予防対策の推進
・自然公園や自然環境保全地域の拡充及び同地域内の保
全管理の強化

国民参加の森
林づくり等の
推進

国、地方公共団体、事業
者、NPO等：普及啓発、森
林ボランティア活動、森林
環境教育、森林の多様な利
用等を推進

・国土緑化運動の展開等による普及啓発の推進
・企業等による森林づくりの参加促進をはじめ、より広範な
主体による森林づくり活動の推進
・森林ボランティア等の技術向上や安全体制の整備
・森林環境教育の推進
・国立公園等における森林を含めた動植物の保護等を行
うグリーンワーカー事業の推進

木材・木質バ
イオマス利用

国、地方公共団体、事業
者、NPO等：木材利用に関
する普及啓発、木材産業の
構造改革等を通じた住宅や
公共部門等への木材の利
用拡大、木質資源の利用
の多角化を推進

・地域材を利用したモデル的な施設整備等による住宅や
公共施設等への地域材利用の推進
・木材利用に関する環境教育の充実等による地域材の実
需拡大を図るための消費者対策の推進
・情報化等を通じた、消費者ニーズに対応できる川上から
川下まで連携した生産・流通・加工体制の整備
・低質材・木質バイオマスのエネルギーや製品としての利
用の推進
・林産物の新たな利用技術、木質新素材等の開発、実用
化
・水質浄化や調湿等に利用する新用途木炭等の普及・啓
発、利用の推進

森林整備量（2012年までの年平
均事業量）
更新＜6万ha＞
下刈＜35万ha＞
間伐＜45万ha＞
複層林への誘導伐＜3万ha＞
里山林等整備＜4万ha＞
森林施業道等整備＜2.79千km＞

木材供給・利用量＜25百万m3＞
（再掲）

・森林・林業基本計画の
基本理念にのっとり、森
林及び林業に関し、国と
の適切な役割分担を踏
まえて、区域の自然的
経済的社会的諸条件に
応じた施策を推進

約4,767
（森林・林業基
本計画に示さ
れた森林の有
する多面的機
能の発揮に関
する目標と林
産物の供給及
び利用に関す
る目標どおり
に計画が達成
された場合。
但し、現状程
度の森林整備
等で推移した
場合は、目標
を大きく下回る
と見込まれ
る。）

（再掲）

森林・林業基本計画に示
された森林の有する多面
的機能の発揮に関する目
標と林産物の供給及び利
用に関する目標どおりに
計画が達成された場合、
4,767万t-CO2程度の吸
収量を確保することが可
能との推計
　
・森林の有する多面的機
能の発揮に関する目標
（2010年）
<森林面積>
育成単層林　1,020万ha
育成複層林　  140万ha
天然生林　　 1,350万ha
合計           2,510万ha
（総蓄積）    4,410百万m3
　
・林産物の供給及び利用
に関する目標
<木材供給・利用量>
             25百万m3

（再掲）
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吸収見込量
（万ｔ-CO2）

吸収量の積算時に見込
んだ前提※

具体的な対策
対策評価指標

＜2010年度見込み＞
各主体ごとの対策 国の施策

地方公共団体
が実施することが期待さ

れる施策例

対策効果

都市緑化等の
推進

公共公益施設等における高木植
栽本数
＜高木植栽本数の増加量を7千5
百万本と想定＞

国、地方公共団体：
公共公益施設等における
緑化の推進、緑の創出に関
する普及啓発、幅広い主体
による緑化の推進
市民、企業、NPO等：
多様な土地・施設等におけ
る緑化活動等への主体的
参画

・「緑の政策大綱」等に基づく都市公園の整備、道路、河
川・砂防、港湾等における緑化の推進、既存の民有緑地
の保全、新たな緑地空間の創出等の推進
・都市緑化等における吸収量の算定方法の精査・検討、報
告・検証体制の整備
・緑の創出に関する普及啓発と、市民、企業、NPO等の幅
広い主体による緑化の推進

・「緑の基本計画」等に
基づく都市公園の整備、
道路、河川・砂防、港湾
等における緑化の推
進、既存の民有緑地の
保全、新たな緑地空間
の創出等の推進
・都市緑化等における吸
収量の算定や報告・検
証等に資する情報の提
供
・緑の創出に関する普及
啓発と、市民、企業、
NPO等の幅広い主体に
よる緑化の推進

約28

1990年度以降、2010年度
までの公共公益施設等に
おける高木植栽本数の増
加量を7千5百万本と想定

②都市緑化等の推進
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